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ベルリントゥルネン委員会の成立と啓蒙的プロパガンダ

１８５０年代ベルリンの近代化とトゥルネン協会の実態

有　賀　郁　敏

問題の設定

　周知のようにプロイセンの王都ベルリンは，同時にＦ．Ｌヤーンが１９世紀初頭の１０年代にてが
　　　　　　　１）
けたトゥルネンの発祥の地ハ ーゼンハイデを郊外にもつ「ドイットゥルネン運動のステーシ ョ

　　　　　　　　２）
ン」の一つである 。しかしベルリンはまた１８４８／４９年革命のるつほと化した都市でもあり ，トゥ

ルネンの領域においてもそれと無関係でいるわけにはいかなか った。この時期のトゥルネン協会

における会員の社会階層をみると ，それはヤーンの指導の下にあ った初期トゥルネン時の学生 ・

生徒中心の展開とは異なり ，商人，手工業者，工場経営者，学者，芸術家などの中問諸階層が主

軸をなし，革命時にはこれら諸階層による協会の路線をめぐる組織の分岐対抗，融合と離反が繰
　　　　３）
り返された。だが彼らはベルリンをはじめとして展開された「暴動」の担い手たる「不熟練労働

者」や逸脱的社会層たる「賎民」ではなか った。つまりこれら担い手たちは都市の安寧秩序維持

という観点からすれば，トゥルネン協会にとっ て敵ですらあ ったのである 。その意味でいうと

１８４８／４９年革命は「未完」「不徹底」の革命ではなく ，これらトゥルナーにしてみれば，まさに大

きな意識革命を伴うものであ った。革命後のトゥルネン協会における軍事，警察権力との緊張関

係を理解する要因の一つがここにある 。

　ところで１８４８／４９年革命時におけるトゥルネンの上記の動向は，研究方法上の問題を含みなが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
らもトゥルネン研究史においては相対的に高い関心がはらわれてきたように思われる 。しかし革

命後の状況に関してはブルジ ョア革命の敗退による「政治的反動の時代」（Ｗ．アイヘル）という

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
用語が冠せられ，権力に抑圧され時として禁止の対象となっ た協会の状況を主に叙述するか，あ

るいはトゥルネンの復興の様相を描く場合にも権力装置との緊張関係にまで十分踏み込んで分析

されないため，そこから自ずと創出されるトゥルネン協会側からの価値の正当（統）性の問題が
　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
存外等閑視されてきたように思われる 。そもそもヤーンのトゥルネンは独特な身体観　　それは

単なる躯幹，ボディー ではなく ，ふるまい，挨拶，マナー 服装，表現あるいは感性などを含む

文化概念　　にいろどられた公共領域を創造する運動であり ，トゥルナーの役割行為にはその基

盤たる権威と正当性を表現すべき演技性が要求された。してみればトゥルネン協会はこのような

中問団体としての公共領域を表象する社団だったのである 。ベルリンの場合，確かに他の多くの

都市と同様，結社法や都市条例などの制度的枠組みと対時した協会の性格や活動のありようにナ

イーフとならざるをえない状況にあり ，その意味で社会から相対的に分離した国家権力の市民生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９０）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
活への介入は「政治反動」としても厳然と機能していた。しかし革命後の５０年代は単なる政治反

動の時代ではなく産業革命が進展し，それと照応しつつ軍事，警察，教育，消防制度なとの整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
を促す社会の一連の近代化過程（例えば市民軍の警察化など）がみられる時期でもある 。トゥルネ

ンの領域においても ，例えば１８５０年のドレスデンに次いで翌５１年にベルリンに官製のプロイセン

王立中央体育学校（体育教師養成学校）が中央軍隊体操機関と統合して創設されるが，これは明か

に民間の社団たるトゥルネン 協会レベルのトゥルネン指導者養成システム（Ｖｏ．ｔｕｍ。。一

Ｔｕｍ１．ｈ。。。）とは距離をもつものであ った。ここにトゥルネン協会側の権威と正当性を再生する

という革命後の新たな課題が生まれる背景がある 。なぜならこの王立中央体育学校の責任者に就

任したのが外来文化スウェー デン体操の信奉者陸軍将校のＨ．ロートシュタインであり ，トゥル

ネンの価値を重視し実践する協会側からしてみれば彼の思想と行動は，後述する軍隊におけるト

ゥルネン導入問題と併せて看過できない重大事であ ったからである 。ただし繰り返しになるが ，

ここでいうトゥルネンの権威と価値の正当（統）化運動の内実を ，新たに形成されつつある権力

の創出する諸価値との緊張関係で評価しておかねばならない。なぜなら運動は価値の創出を目指

しはするが，それは必しもシステムのアルタナティーヴ ェとは限らないのだから 。その意味で再

生は単純な復活ではない 。

　このように革命後のベルリンのトゥルネンの復興は政治反動と近代化が錯綜する状況のなかで

展開するが，小稿では第１にこうした動向を主に１８５０年代後半に設立されたベルリントゥルネン

委員会の活動を軸に鳥敵し，第２に当委員会による価値の正当（統）化に向けたヘゲモニーの一

断面を，社会の近代化過程と照応した幾つかの先導的活動を通じて解明したいと思う 。

１）従来歴史文献の多くはトイノ言吾の “Ｔ
ｕｍｅｎ”や “Ｔ

ｕｍｖｅｒｅ１ｎ”をおしなべてｒ体操」 ，「体操協会」

　と翻訳して使用してきたが，少なくとも１９世紀前半から中頃にかけてのトゥルネンはいわゆる今日の

　徒手，器械等の「体操」に収敏できない要素を多分に含んでいる 。それは体操以外の種目の多様性

　（走，跳，投，運搬，登撃，遊戯，レスリング，水泳，遍歴，時として消防訓練や軍事的な射撃など）

　もさることながら ，トゥルネンにみる世俗儀礼的様式（斉唱 ・合唱，朗読，演説，表彰，杜交など）

　の独自性や身体に込められた意味内容の構成にも表われている 。武道を体操はもとより体育に一元化

　できないのも ，武道に内包された固有の文化的な意味内容を重視しているからにほかならない。した

　がって本小稿ではＴｕｍｅｎ をそのままトゥルネンと表記することで上記の含意を表すこととし，これ

　とは別にＧｙｍｎａｓｔ１ｋについては体育（体操）と明示することでトゥルネンとの区別を図りたいと思

　う 。Ｔｕｍｅｎ をはじめ「身体教育」，「身体修練」 ，「身体文化」の概念を歴史論的に究明した労作とし

　て，岸野雄三『体育史』大修館，１９７３年，またトイノのＬｅ１ｂｅｓｕｂｕｎｇｅｎ，Ｇｙｍｎａｓｔ１ ｋ， Ｔｕｍｅｎのもつ

　意味を解明しようとした最近の研究として，山本徳郎「ドイツにおける運動文化近代化過程に関する

　試論」奈良女子大学大学院人問文化研究科『人間文化研究科報』 ，第９号，１９９４年を参照
。

２）ＨＵｅｂｅｒｈｏｒｓｔ，Ｆｒ１ｅｄ
ｒ１ｃｈＬｕｄｗ１ｇＪａｈｎｕｎｄｄ１ｅＩｄｅｅｄｅｓ Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｔｕｍｅｎｓ－ｍＭＬａｍｍｅｒ

　（Ｈｒｓｇ） ，１７５Ｊａｈｒｅ　Ｈａｓｅｎｈｅ１ｄｅ　Ｓｔａｔ１ｏｎｅｎ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｔｕｍｂｅｗｅｇｕｎｇ，Ｓａｎｋｔ　Ａｕｇｕｓｔｍ１９８８

３）１８４９年８月２６，２７日に開催されたアイゼナ ッハのトゥルネン総会は「ドイツー般トゥルナー同盟」

　（Ａ１１ｇｅｍｅｍｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｔ
ｕｍｅｒｂｕｎｄ）の創設によりこの路線問題に一応の決着をつけた。問題の同

　盟規約第２条は，以下のように記されている 。「同盟の目的は，個々のトゥルネン協会の身体的，精

　神的努力の中心を創り ，それにより個々のドイッ人民の自由，平等そして友愛を強化することにあ

　る 。」Ｐｒｏｔｏｋｏ１１ｕｂｅｒ　ｄ１ｅ　Ｖｅｒｈａｎｄ１ｍｇｅｎ　ｄｅｒ　Ａｂｇｅｏｒｄｎｅｔｅｎ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｔｕｍｖｅｒｅｍｅ　ａｕｆ　ｄｅｍ　Ｔ
ｕｍ

　ｔａｇｅ　ｚｕ　Ｅ
１ｓｅｎａｃｈ　ａｍ２６ｍｄ２７Ａｕｇｕｓｔ１８４９Ｂｒａｍｓｃ

ｈｗｅ１ｇ１８４９，Ｓ１４ｆなお協会の路線対立をヤ

　ーンの革命時の行動と関運させて論じたものとして ，Ｇ　Ｓｔｅｍｓ，１８４８／４９－ＴｕｍｅｒｍＫａｍｐｆｕｍ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９１）



２０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　ＥｍｈｅｌｔｍｄＦｒｅ１
ｈｅ叫Ｆｍｋｆｕｒｔａ Ｍ１９８３を参昭 。

　４）１８４８／４９年革命とトゥルネン協会あるいはトゥルナーとの関係の解明は本稿の枠を越えているが ，

　　管見の限りこの領域に関する従前の研究は，主に革命「運動」との関連で協会とトゥルナーの関係を

　　論じてはいるものの，革命時の協会やトゥルナーの状況や心性（反革命的心情も含む）などについて

　　はあまり顧慮されてこなかったように思われる 。革命状況及び社会構造との関連の認識を放棄するこ

　　となく ，これら日常レベルにおける協会の活動を掘り起こし意味付けしていくことが今後必要である 。

　　従前の研究としてはさしあたり以下のものを参昭。Ｈ　Ｎｅｕｍａｍ，Ｄ１ｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｔｕｍｂｅｗｅｇｕｎｇ　ｍ

　　ｄｅｒ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ１８４８／４９ｍｄ　ｍ　ｄｅｒ　ａｍｅｒｌｋａｍｓｃｈｅｎ　Ｅｍ１酊ａｕｏｎ　Ｂｅ１ｔｒａｇｅ　ｚｕｒ　Ｌｅｈｒｅ　ｍｄ　Ｆｏｒｓｃｈｍｇ

　　ｄｅｒ
Ｌｅ１ｂｅｓｅｒｚ１ｅｈｍｇＢｄ３２，Ｓｃｈｏｍｄｏｒｆ１９６８ＷＥ １ｃｈｅ１ｕａ（肚ｓｇ） ，Ｇｅｓｃ

ｈ１ｃｈｔｅｄｅｒ Ｋｏｒｐｅｒｋｕ１ｔｕｒ

　　ｍＤｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄＢｄ１皿Ｄ１ｅ Ｋｏｒｐｅｒｋｕ１ｔｕｒｍＤｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄｖｏｎ１７８９ｂ１ｓ１９１７Ｂｅｒ１ｍ１９７３Ｈ

　　Ｕｅｂ
ｅｒ

ｈｏｒｓｔ，ＴＵＲＮＥＲ　ＵＮＴＥＲＮ　ＳＴＥＲＮＥＮ　ＢＡＮＮＥＲ，Ｄｅｒ　Ｋａｍｐｆ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈ－
ａｍｅｒ１

ｋａｍｓｃｈｅｎ

　　Ｔｕｍｅｒ　ｆｕｒ　Ｅｍｈｅ１，Ｆｒｅ１
ｈｅ１ｔ　ｍｄ　ｓｏｚ１ａ１ｅ　Ｇ

ｅｒｅｃ
ｈｔｌｇｋｅ１ｔ，Ｍｕｎｃｈｅｎ１９７８　以下に記すＨフラウンの

　　研究は上記の課題を地域史的に解明しようとした最近の成果といえる 。Ｈ 　Ｂｒａｕｎ，Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　 ｄｅｓ

　　Ｔｕｍｅｎｓ　ｍ　Ｒｈｅｍｈｅｓｓｅｎ　Ｅｍ　Ｂｅ１ｔｒａｇ　ｚ皿ｗｅｃｈｓｅ１ｓｅ１ｔｌｇｅｎ　Ｂｅｅｍ丑ｕｓｓｍｇ　ｖｏｎ　Ｐｏ１１ｔ１ｋ　ｕｎｄ　Ｔ
ｕｍｅｎ，Ｂｄ

　　 １： １８１１ｂｉｓ１８５０Ａｌｚｅｙ１９８７．また，１８４８／４９年革命とトゥルネンとの関係について直接論じた日本

　　における先駆的研究として，上野卓郎「トゥルネン史にとっ て１８４８年革命とは何か？一研究展望一」

　　『日本体育大学紀要』第７号，１９７８年がある
。

　５）ＷＥ １ｃｈｅ１ｕａ（Ｈｒｓｇ）ａａ Ｏ， Ｓ１６２ｆｆ

　６）Ｅ　Ｎｅｕｅｎｄｏｒｆｆ，Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ｎｅｕｅｒｅｎ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｌｅ１ｂｅｓｕｂｍｇ　ｖｏｍ　Ｂｅｇ１ｍ　ｄｅｓ１８Ｊａｈｒｈｍｄｅ汽

　　ｂｌｓ　ｚｕｒ　Ｇｅｇｅｎｗａ廿，Ｂｄ３，Ｄｒｅｓｄｅｎ１９３２Ｓ４７６ｆｆ

　７）この点に関しては以下の拙稿を参照。有賀郁敏「トゥルネン組織化運動と結社条項一主として ，

　　１８５０年代のザクセン王国の動向について」『東只体育学研究』第１１号，１９８４年
。

　８）川越　修「『革命』と『安寧秩序』一１８４８年ベルリンの市民軍をめぐっ て一」阪上　孝編『１８４８国

　　家装置と民衆』ミネルヴ ァ書房，１９８５年，６５－６６ぺ 一ジ 。

Ｉ． ベルリンにおけるトゥルネン復興の概況

　前述したように１８４８／４９年革命以後のベルリンにおけるトゥルネン協会の復興あるいは組織化

は停滞を余儀なくされ，この現象は１８５０年代中頃まで継続する 。当然のことながらこうした傾向
　　　　　　１）
は程度の差異はあるもののドイッ全土に共通している。これは革命時に展開された無政府的，政

治主義的似非トゥルネン協会の弾圧と禁止という側面だけではなく ，都市の「暴動」で使用され

たバリケードとトゥルネン協会が所有している器械類への危倶などもその一因となっ ている 。市

民警察の再編などに典型的にみられる民から官への権力装置の移行と ，逆に民の組織への国家権

力の跳梁の基盤として国家の法的制度的枠組みをみないわけにはいかないが，例えば１８５０年１月

３１日に制定されたプロイセン憲法の第３０条，３１条にある結社条項を見ると結社の条件として刑法

に反しないことが明記され，また公共の安寧秩序を保持する目的で結社の自由を制限できるとさ
　　　　２）
れている 。また同年３月３１日にはプロイセンの「集会 ・結社の権利の濫用を防止する法律」，い

わゆる結社法が制定され，団体結成に関してはその規約，構成員リストを団体結成の３日以内に

提出しなけれぱならないこと ，また政治結社の場合，婦人，学童，徒弟の加入は許されないこと ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
更に他団体との共同の委員会設置も禁じられた。国際法的盟約としてのドイツ連邦においても

１８５４年７月１３日に「ドイツ連邦における ，とりわけ結社に関する法的安寧秩序の堅持についての

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９２）
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規定」 ，いわゆるドイッ連邦結社法が制定され，ここでも上記の憲法典や法律と同種の規定が明
　　　　　４）
示されている 。これら法的制度的枠組みの実際の効果については，革命後全ドイツトゥルナー同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）　　　　　　　　　　　　　　　６）
盟の非合法化と各地域に点在する協会の禁止と激減，逆に亡命移住者の急増が端的に物語ってい

るが，これらの規定により協会の政治的行為はもとより協会への学里，婦人，徒弟らの加入の条

件が厳しく制限された。しかも軍隊と関係をもち国家権力の専権として社会の上に聾立する警察

権力の網の目（１８５１年のドイツ警察協会の設立など）が，罰則を楯にトゥルネン協会を取り締まる体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
制を強化し協会の危機意識と自己規制を増幅した 。

　このように革命後のドイツ ，殊に５０万都市王都ベルリンのトゥルネン協会の活動は厳しい状況

下におかれていたが，この点をＥ．ノイエンドルフは次のように簡潔に叙述している 。「確かに

ベルリンにおいては幾つかの協会が誕生していたが，しかしそうのような協会は規模が小さく活
　　　　　８）
力もなか った。」このノイエントルフの指摘は「トイノトゥルネン新聞」（Ｄ・ｕｔｃ ｈ・ Ｔｕｍ－Ｚｅ１ｔｍｇ

，

以下，ＤＴＺと略記）編集者Ａ．マルテンスらによる以下の言正言にも示されている 。マルテンスはベ

ルリンの王立中央体育学校のロートシュタインに対する辛辣な批判を展開するなかで次のように

述べている 。「知性ある自由思想の持ち主のもとで理性的原則に則 ったトゥルネン協会の設立を

実行に移し，　　トゥルネン以外の誇りある事柄，つまり消防，上水道の整備そして洗濯の支援

は一流なのに　　市民に影響力を持ち資力を有した博学なる人物が，このドイッの大都市には集

まっ てこない。（中略）われわれはハ ーゼンハイデにも行 ったが，そこはヤーンが最初のトゥル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
ネン施設を自分で備え付けた由緒ある地だが今では不毛の地と化してしまっ ている 。」また同様

の趣旨のことをイニシャルＳなる人物（Ｆ．ジー ゲムント）も述べている 。「トゥルネンの発祥の地

であるベルリンではそれが副次的なものに成り下がっている 。人口５０万の王都ベルリンにおいて ，

約２５０名の成人トゥルナーは生活のなかで注目されずに消えていく些細な存在である 。ベルリン

在住の１０人に１人さえ成人のトゥルネンに関する情報が与えられず，その存在すら知られていな
　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
いという指摘は極端な主張ではない」と 。

　これら状況にたいする悲観的な主張には，戸外の様々な器具類を駆使し班別自由活動の演技を

内実としていた当時のヤーン ・アイゼレン派の心情の一端が読みとれる 。しかしそれは警察権力

の「監視の網の目」の影響もさることながらから ，後述する軍隊，消防，学校，あるいは体育教

師養成といっ た官主導の制度改革への関心に加えて，マルテンスの主張にみるこれら権力機構の

近代化と関わ った王都ベルリンの住環境や上水道の整備などという不衛生都市の浄化策の影響も

押さえておく必要があろう 。というのは１８４８年のコレラ流行以降ベルリンでは社会政策の一環と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
して，いわゆる市民生活の「健康」に関する社会的合意の回路形成も問題化しており ，ロートシ

ュタイン王導のスウエーテン 体操が一面的ではｒ健康　治療体操」（Ｈ・ｌ１ｇｙｍ・・ｔ１ｋ）と呼称され

るている事実からもがうかがえるように，それは国家及び市当局による社会統合策とその限りで

共通の利害基盤をもっ ていたからである 。マルテンスが「ドレスデンの中央体育学校では教育的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
な， またベルリンでは健康治療的な体操が主要な目的，関心事となっ ている」と語る背景の一つ

がここにある 。したがってトゥルネン協会の活動を活性化させようとする側にとっ ては，国家権

力のトゥルネンにたいする革命時の偏見を払拭するだけでなく ，今や市民生活に深く介入し人々

を鍛冶すべく形成されつつある権力装置の近代化　　軍隊においてはロートシュタインのスウェ

ーテン体操，学校においてはＡ　シュピースの集団 ・秩序体操　　のシステムに割 って入りそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９３）
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の有益性，実用性を明示しなけれぱならない必然性があ った。ベルリントゥルネン委員会の成止

と活動は以上の状況との文脈で把握しておかねばならない 。

　　１）例えばヴ ユルテンベルクにおいてはシュ ヴァー ベントゥルネン同盟を基軸に，トゥルネンの日常の

　　　活動や祭典などの協会の活動が相対的に活発であ った。この点に関しては以下の拙稿を参照。有賀郁

　　　敏「シュ ヴァー ベントゥルネン同盟の活動とコー ブルク祭のイニシアティブ」『立命館文學』第５３６号
，

　　　１９９４年，１９０－２０７ぺ 一ジ 。

　　 ２）Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，Ｄｏｋｕｍｅｎｔｅ　ｚｕｒ ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　Ｂｄ１，Ｓｔｕ廿ｇａ廿１９６１，Ｓ４０４

　　３）　Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｓｅ１ｔ１７８９Ｂｄ３，Ｓｔｕｔｔｇａ廿１９６３，Ｓ１０９

　　４）結社の公共にたいする安寧秩序の証明（第１条），状況に応じた政治団体の禁止（第３条），政治団

　　　体への学童，徒弟等の加入禁止，結社の運合の禁止（第４条），違反時の刑罰規定（第７条），労働者 ，

　　　社会王義的団体の罰則，解散（第８条）なと 。Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，Ｄｏｋｕｍｅｎｔｅ　ｚｕｒ ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｖｅｒｆａｓｓｍｇ
－

　　　 ｓｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　Ｂｄ２，Ｓｔｕ仇ｇａれ１９６４，Ｓ６－７

　　５）１８４８／４９年革命時及び革命後のトゥルネン協会の具体的数値の確定は政治結社のダミーも含めて考

　　　察すると極めて困難である。ここではＥ．ノイエンドルフとＨ．ノイマンに共通している約３００から

　　　１００以下に減少という叙述を紹介しておくに留める 。Ｅ　Ｎｅｕｅｎｄｏｒｆｆ，Ｄ１ｅ Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｔｍｎｅｒｓｃｈａｆｔ

　　　１８６０－１９３６，Ｂｅｒｌｍ１９３６，Ｓ２７Ｈ　Ｎｅｕｍａｍ，Ｌｅ１ｂｅｓｕｂｍｇｅｎ　ｍ　Ｄ１ｅｎｓｔｅ　ｎａｔ１ｏｎａｌｅｒ　Ｂｅｓｔｒｅｂｍｇｅｎ

　　　Ｊａｈｎｕｎｄ （１１ｅｄｅｕｔｓｃｈｅＴ皿ｎｂｅｗｅｇｕｎｇ －ｍＨＵ
ｅｂｅｒｈｏｒｓｔ（Ｈｒｓｇ） ，Ｇｅｓｃ

ｈｌｃｈｔｅｄｅｒ
Ｌｅｌｂｅｓｕｂｕｎｇｅｎ

　　　Ｂｄ３／１，Ｂｅｒ１ｍ／Ｍ
ｕｎｃ

ｈｅｎ／Ｆｒａｎｋｆ耐ａ　Ｍ１９８０，Ｓ２７２ｆ

　　６）連邦結社法の制定時においてアメリカヘの亡命移住のトゥルナーの数が頂点に達しており（例えば

　　　革命後の１０年間については以下のとおり ，１８５０年一７５人，５２年一１０６人，５３年一９８人，５４年一１１６人，５５年

　　　 一２３人，５６年一３１人，５７年 一１８人，５８年一６人，５９年一１０人，６０年一７人）これは上記法律の一定の効果を

　　　示していると恩われる。この点に関しては，Ｈ．Ｕｅｂｅｒｈｏｒｓｔ（１９７８）
，ａ．ａ．Ｏ

．，

Ｓ． ４１£

　　７）ＷＥ １ｃｈｅ１ｕａ（Ｈｒｓｇ）
，ａａ

Ｏ， Ｓ１９１－１９３

　　８）　Ｅ　Ｎｅｕｅｎｄｏｒ伍（１９３２）ａ　ａ　Ｏ ，Ｓ５４４

　　９）Ａ　Ｍａ肘ｅｎｓ，Ｄａｓ　Ｓｔ１ｆｔｍｇｓｆｅｓｔ　ｄｅｒ　Ｂｅｒ１１ｎｅｒ　Ｔｕｍｇｅｍｅｍｄｅ， ＤＴＺ１８５７，Ｎｒ５，Ｓ３４

　１０）Ｄａｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ Ｍａｍｅれｕｍｅｎ，ＤＴＺ１８５７，Ｎｒ１１，Ｓ４８

　１１）川越　修『ベルリン王都の近代一初期工業化 ・１８４８年革命一』ミネルヴ ァ書房，１９８８年，第８章及

　　　びエピローグ参照 。

　１２）Ａ　Ｍａｒｔｅｎｓ，Ｂｅｔｒａｃｈｔｍｇｅｎ，丁皿ｎ－Ｚｅ１ｔｍｇ（Ｅｍｍｇｅｎ） ，１８５４，Ｎｒ１６，Ｓ１２８－１３０ついでにいえは

　　　次項で論じるトゥルネン協会派の代表であるＥ．アンゲルシュタインにしても当時医学部の学生であ

　　　り ，普填・普仏戦争の軍医の経験もいかし，後年に『健康と病人のための住まい体操』や『少女や婦

　　　人のための住まい体操』をものしている 。Ｒ　Ｇａｓｃ
ｈ， Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｓ　ｇｅｓａｍｔｅｎ　Ｔｕｍｗｅｓｅｎｓ　ｕｎｄ　ｄｅｒ

　　　 ｖｅｒｗａｎｄｔｅｎＬｅ１ｂｅｓｕｂｍｇｅｎ，Ｗ１ｅｎ　ｕｎｄ　Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１９２８，Ｓ１２－１３

１． ベルリントゥルネン委員会の組織，活動原理

　１　委員会成立の概観

　ベルリンにおける男性のトゥルネン協会の状況は離合集散ともいうべき様相を呈している 。以

下その概略を記しておこう 。最初のトゥルネン協会は１８４８年４月１６日に設立された「ベルリント

ゥルンゲマインデ」（以下，ゲマインデ）であり ，Ｅ．アイゼレンの弟子であるクルー ゲ， リュー

ベッ クらが会員の指導にあた ったが，ゲマインデは１８４９年８月にアイゼナ ッハ総会で設立された

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９４）



　　　　　　　　　ベルリントゥルネン委員会の成立と啓蒙的プロパガンダ（有賀）　　　　　　　　２３

「ドイツー般トゥルナー同盟」にも加わ った。しかし１８５０年３月１５日 ，ゲマインデから分離する

形で第２の協会である「ベルリントゥルナー協会」がＫ．ノヴ ァッ クにより設立された。当協会

は１８５３年まで活動していたが，その後約３０人のトゥルナー が脱会しＷ．バロットの指導の下に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
「バロット ・トゥルナー」として小集団を結成した。「バロット ・トゥルナー」たちは約４年の問 ，

団体（協会）というまとまっ た形態にとらわれることなく規則的にトゥルネンを実施していたが ，

集団の力量を増大させ世問にたいし自らの存在を誇示することでより多くの同志を得る必要から ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
１８５７年に名称を「アイゼレントゥルネン協会」へと改名した。また，同年４月２４日には「トゥル

ネン協会『グート ・ハイル』」（以下，グート ・ハイル）がＦ．工一レルマンにより組織化された 。

これら協会は当初合同の方向に進まなかったが，それはトゥウネンの活動基盤である当時の施設

問題　　個人所有の室内施設，居酒屋や乗馬 コースなとの棲み分けあるいは共同利用，合同に適
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
した比較的大規模なトゥルネン施設の欠如　　にみる物的条件の影響も小さくないが，新しい協

会の誕生が古い協会をいわば分割する形で結成され，会員の争奪をはじめとする不和の連続が各

協会の関係を疎遠なものとし相互の敵対的な感情を増幅させたたこともそれに拍車をかけた 。

１８５７年になりようやく「ケマインテ」が各協会にたいしトゥルネン委員会という共同の指導者養

成機関を設けることを単独で提案し，同年７月１９日に最初の準備会議がもたれ指導者講習会も実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
施されたが十分な成果は得られなか った。この状況に危機感をもっ たベルリンの各協会はＲ．コ

ッホハンの提案により１８５７年１１月２６日にベルリンの４協会の合同会議を開催し，その場でＥ．ア

ンゲルシュタインから「より緊密な日常の結合のための手段と目標」の必要性の訴えがなされ ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
最終的に「ベルリントゥルネン 委員会」（Ｂ。。１ｍ。。 丁皿ｎ。。ｔｈ）の創設が共同で宣言されたのである 。

ところで委員会の設立はプロイセン憲法や結社法などの規定に抵触するようにみえる 。確かに当

委員会は後述するように規約をもつ同盟（ブント）ではなく ，あくまでも委員会（ラート）にすぎ

ない。しかし１８５７年に摂政に就いたたヴィルヘルム（後の皇帝ヴィルヘルム１世）の当時の立憲政

治的振る舞い，またそれと関わ ったプロイセン全体の自由保守派や穏健自由主義者なと自由王義

市民層勢力が台頭するトイソ「新時代」（ｄ１． Ｎ．ｕ． Ａ。。）の状況との連関において，当委員会の成

立と活動を提えておく必要があろう 。

　２　組織の内実

　次にこうして誕生したベルリントゥルネン委員会の組織の内実についてみてみよう 。シュ ヴァ

ーベントゥルネン同盟と同様に各協会による代議員制を採用しているが，後者の場合１つの協会

にたいし代議員１名であるのにたいし前者，すなわちベルリンの委員会は協会の会員２０名にたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
し１人の代議員が選出されるシステムとなっ ており ，この点で両者は異なっ ている 。またシュ ヴ

ァー ベントゥルネン同盟は規約の上で加盟協会にたいし総会議決事項の拘束力をもつが，ヘルリ

ンではリジ ットな規約を設けずむしろ協議会的な連合組織ともいいうる性格を有しており ，この

点は先の法的制度的枠組みの当委員会への影響の一つと思われる 。設立時の委員長はＥ．アンゲ

ルシュタインであり ，彼はシュ ヴァー ベンのＴｈ．ゲオルギーやザクセンのＦ．ゲ ッッらと同様に

後年自由主義的政党や団体に身をおくことになるが，ドイッにおけるトゥルネン協会全般のヘゲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
モニーを共同して獲得していくことになる 。

　ところでベルリントゥルネン委員会は１８５８年６月 ，「トゥルネン協会『フォアヴ ェルツ』」（以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９５）
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表１　ベルリントゥルネン委員会加盟５組織における１８５８年度会員職業別構成

職業 夏 冬 職業 夏 冬 職業 夏 冬

教　　師
１２ １３

錠　前　工
１８ １４

喫茶店店主 １ １

法　律　家 ４ ８ 製本屋，皮製造工 ２９ ２９

花火製造工 １
ｉ

医　　師
３ ４ 植　字　工

１３ １Ｏ

真ちゅう細工工 １ １

薬　剤　師 ３ ４ 石版印刷工 ４ ３

印刷業者
１ ２

大　学　生
１１ ２４ 金属鋳型工，旋盤工 ３ ５ 銅版印刷業者 １ １

建　築　家 ２ ８ 金属細工工 ２ １ 大　　　工 １ ２

彫　刻　家
１７ １９

ブリキエ
８ １０

おけ職人
１ １

画　　家
１７ １５ 宝石，金，銀細工工 ８ ８ ブラ人製造工 １ １

石版画家
１１ ８ 金メッ キエ ４ ５ 手袋製造工 １

一

木版画家
２ １

家具職人
１７ １５

彩色職人
１ １

銅板画家
３ ４ 家内内装工 ６ ４ 内装ペンキ職人 １

■

彫　版　師 ６ ６ 馬具製造工 ３ ３

左　　官
１ １

彫　金　師 ３ １ く　つ　屋 ７ ５ 菓子製造工 １ １

事務員，官庁書記 １０ １７

仕立て屋
１４ １３

工場労働者 １ ３

本　　屋
９ ８ 織　り　工 ５ ６

獣医学生 ｉ
１

商　　人
４８ ６３

染　色　工 ２ １ 音　楽　家 １
４

工場経営者 ２ ２

床　　　屋 ３ ３

兵　　　士 一
４

技　術　者 ３ １１

葉巻き製造工 ３ ６ 船　乗　員 ・
１

高等工業学校生
１０ ８ ギムナジウム等生徒 １２ ３０

ワイン酒桶匠 ｉ
１

機　械　工
１２ １７

在野の学者 １ １ そ　の　他
１０ １０

時計修理工 ２ １ 学校職務任官志願者 １ １

楽器製造工 ４
一 図　案　家 １ ３

機械製造工 ７ ９ 郵　便　職 １
・ 計 ３９１ ４７４

　　（備考）夏期は４～９月 ，冬期は１０～３月である 。また５組織別の会員数はゲマインデ夏１１３一冬１５３，トゥルナー 協会９４－７８
，

　　　　アイゼレントゥルネン協会７３－９０，グート ・ハイル９０－１１５，フォアヴ ェルツ２１－３８である 。

　　（出所）Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍｒａｔｈ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃ ｈｅ　Ｕｅｂｅｒｓｌｃｈｔ　ｄｅｓ　Ｂｅｒｌｍｅｒ Ｔｕ 　　ｍｓ　ｍ　Ｓｏｍｍｅｒｈａ１ｂｊａｈｒｅ１８５８ＤＴＺ１８５９Ｎｒ１Ｓ

　　　　６
－７，Ｎａｃ

ｈｒｉｃｈｔｅｎｍｄＶｅｍ１ｓｃｈｔｅｓ，ＤＴＺ，１８５９，Ｎ ｒ． １４，Ｓ ．６８．より作成 。

下， フォアヴェルツ）を委員会主導で設立するが，この新協会を含めた１８５８年度の会員の職業別構

成は表１に示されたとおりである 。これをみると委員会の会員（夏季３９１人，冬季一４７４人）が
，

基本的にはユンカー 将校，高級官僚，聖職者なとのいわゆる保守的な教養的市民層及ぴプロレ

タリア化した不熟練労働者を除いた都市中間層によっ て構成さていることが解る 。具体的には手

工業者層が夏季４７ ．３％ ，冬季３５ ．４％と最も高い数値を占めているが，周知のようにベルリンはザ

クセン ，ライン河下流域などとならんで機械工業の中心地の一つであり ，それは高等工業学校生

徒を含む工場経営者（Ｏｋｎｏｍｅｎ），技術者（Ｔｅｃｈｍｋｅ。）機械工（Ｍｅｃｈａｍｋｅ。） ，機械製造工（Ｍ三ｓ

．ｈ１ｅｎｅｎｂａｕｅ。）の数にも現れている（夏季一４０人，冬季一４８人）。 また芸術家を含めたインテリ層の

構成比が，例えは同時期のライプッィヒの　般トゥルネン協会との比較において高いのも特徴で
　　　　　　　　　　　　　８）ある（夏季２４．９％，冬季２９．５％）。 わけても「フォアヴェルツ」は設立時の会員１４名の大半が教師

であ ったことの影響からその比率が５７．１％と委員会全体の平均を大きく上まわ っており ，その

分手工業者の比率が９ ．５％と低くなっ ている（表２）。 また会員の中にギムナジウム生徒が数十

人所属しているが，この点に関してはギムナジウム生徒の社会的出自が必ずしも教養的市民層で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
はなくむしろ都市中問層に多いという最近の研究動向を踏まえると ，上で述べた会員構成の特徴

を翻すものではなかろう 。むしろ教育機関へのトゥルネン協会側の関心とアプローチの一端を看

取すべきである 。また会員の年齢構成をみると２０歳代以下の会員で大半が占められており ，その

意味でもトゥルネン協会の活動が比較的若い青年層により担われていたことが理解できる（表

３）。 ちなみにＥ．アンゲルシュタインは１８５８年当時，２８歳であ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９６）
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表２　ベルリントゥルネン委員会傘下協会における階層別会員数（１８５８年度夏季）

知識人 芸術家 商　人 手工業者 技師機械工 事務 ・官吏 生徒

ゲマインデ
１８ １５ １７ ３２ １９ ６ ６

ベルリンＴＶ １ ２２ ７ ５２ ２ １
■

アイゼレンＴＶ ４ １０ １４ ３６ ３ ４ ２

グート ・ハイル ４ １２ １７ ５２ ４
■

１

フォアヴェルツ ８ ４ ３ ２
■ ’

３

５協会全体
３５ ６３ ５８ １８６ ２８ １１ １２

（出典）Ｂ ｅｒ１ｉｎｅｒ Ｔｕｒｍａｔｈ ，ａ ．ａ ，Ｏ Ｓ． ６－ ７． より作成

　　　　　表３　ベルリントゥルネン 委員会の会員の年齢構成（１８５８年度夏季）

２０歳未満 ２０ －２５ ２５－ ３０ ３０ －３５ ３５歳以上

ゲマインデ
２８ ４５ ２１ １５ ４

ベルリンＴＶ
４３ ２２ １０ ２ １

アイゼレンＴＶ ２４ ２１ ２０ ６ ２

グート ・ハイル ２１ ３９ ！３ １１ ５

フォアヴェルッ ９ １ ４ ３ ３

５協会全体
１２５ １２８ ６８ ３７ １５

（出典）Ｂ
ｅｒｌｉｎｅｒ Ｔｕｒｌ■ｒａｔｈ

，ａ ．ａ ．Ｏ Ｓ． ６－ ７． より作成

　３　委員会の活動基本方針

　委員会の基本方針に移ろう 。ヘルリントゥルネン 委員会では会の基本方針を内的なものと対外

的なものに分けて設定している 。まず内的な活動方針についてみると ，端的にいえば協会内部に

おけるトゥルンネンの高揚を目指すことであり ，それはトゥルネンの身体的側面と精神的側面と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｏ）
いう二重性を重視することにより達成されるべきものであるという 。したがって委員会はそのた

めの指導性を発揮すべく優れた指導者の養成に取り組まねばならない。ここでいう優れた指導者

とは難易度の高い技を自らが実践できるといっ た単なる技能レベルの位相に完結しないばかりか

運動に内在する因果関係に精通し，さらに身体運動の古代から現代にいたる歴史的発展過程の知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
識を身につけ，それをトゥルナーたちに伝授できる教養人でなければならないとする 。精神的な

作用力については各協会におけるトゥルナーの道徳的’性向を覚醒させること ，つまり協会が会員

の精神修練の場を設定し堕落，退廃しそうな青少年を鍛え，彼らの心性のなかに道徳的本質を刷

り込んでいく必要性を強調する 。そのための有力な手段は歌であり ，遍歴であり ，そして冬季に

おける規則的に開かれる内容豊かな講演である 。したがって様々な教養人との相互交流が極めて

大きな意味をもつことになるが，先に論じた委員会におけるインテリ層の比重の高さはこの点を

会員構成の面から物語っているといえよう 。ここには協会の活動を通じて形成されるべきトゥル

ネンの徳性効果が湊みでているが，それは全能性をもちつつある国家権力にたいする協会活動の

正当性を強調する戦術であるとともに，他方で学校での規律の陶冶すなわちシュピース的集団秩

序体操を意識した提言であることは想像に難くない 。

　次に対外的活動方針をみておこう 。この場合も内的なもの同様，二重の目標を持たねはならな

いとされている 。つまり協会に直接役立つ事柄，及び委員会が代表して促進していく（しかしそ

れにより再度各協会に問接的に還元すべき）有益な事柄の２点である 。この両者を十全なものとする

ために委員会には以下のことが義務づけられている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９７）



　２６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　¢　委員会へのすぐれた精鋭の結集

　　誕生したはかりの協会や共同体（Ｇ．ｍ．ｍ。。ｈ．ｆｔ）の高揚と支援

　　合同そして公開での模範演技会（Ｓ．ｈ．ｕｔ．ｍ．ｎ）の開催

　＠　トゥルネンに関する事柄，論説，主張のトゥルネンをはじめとした各種機関紙への掲載

　　それをテコにしたトゥルネンにまつわる一般市民の偏見の払拭

　　　協会以外の既存の体育学校との結びつき ，委員会と体育学校問の指導者，教師の交流，相

　　互訪問，招待

　また上記の課題と関わ って委員会は月に１度会議を招集し，その内容は全ての会員に公表され
　　　　　　　　　　　１２）
ねばならないとしている 。この対外的な方針において先の戦術の意図は補完されより明確化され

る。 つまり人々の耳目をひきつけるべき情宣活動の重視はトゥルネンの権威と正当性の確立の課

題が未だ不十分であることの認識の表明であり ，　般市民のトゥルネン協会にたいする偏見の払

拭願望はそれを端的に物語っている 。なぜなら一般市民がもつ偏見の対象は公共の価値規範の逆

説として，当然国家権力の側が関心をもち監視の眼差しを向けることになるのだから 。また学校

あるいは教師との交流にしても ，かの道徳性の酒養という課題にむけた官の学校にたいする民の

協会がもつ先導性あるいは等価機能の表現ともいえるのである
。

　以上の基本方針から指導者，幹部養成，会員の道徳的酒養，対外的な情宣活動や学校当局との

交流なと委員会の基本方針がかなり鮮明になっ てくるが，これらを簡略化していえはトゥルネン

復興期における委員会組織の権威と正当性確立のための課題と任務である。だが委員会の現実は

会の路線上の対立や論争もしばしば生じている 。ここでは１８５８年５月１７日の定例会議で議論され

たＦ．ジー ゲムントの２つの提案を題材にこの点を見ておくことにしよう 。

　ジー ゲムントの第１の提案は大学内に学生のトゥルネン協会を設立するというものである 。提

案理由として，彼はベルリンではトゥルネン創設当初の担い手である学生（当時ベルリンにある大

学， 建築専門学校，高等工業学校，獣医専門学校の学生総数が２１７０人と報告されている）がほとんど協会

に加盟していない事実を挙げている 。したがってベルリンの実践を契機にケーニヒスベルク ，グ

ライフスヴ ァルデ，ブレスラウそしてボンなどの大学に学生の協会を創ることを主張するのであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）る。 提案の２つ目は，ベルリン周辺都市に同じく協会を設立するというものである 。この課題を

専門的に遂行すべき委員を任命し，新たな協会の設立に向けて合同遍歴などを企画する必要性を

強調する 。これは先の基本方針の精神と合致するものであ ったが，既存協会の優先的強化や支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）にともなう財政上の負担を根拠に，主としてｒゲマインデ」所属会員から留保意見が提起された 。

最終的には全体的な合意形成がなされ５人の役員（Ｗ．アンゲルシュタイン ，バッ セ， ゲルト ，メル

ソォウ，ジーケムント）から成るトゥルネン促進委員会がベルリンの委員会の指導傘下に設けられ
，

聖霊降臨祭の日にノイシュタ ソト・工一 ベルスウァルデに協会を設立する準備に促進委員会はと
　　　　１５）
りかか った 。

　だが第１の提案に関しては賛否両論が拮抗している。賛成派の代表の一人は「グート ・ハイ

ル」の会員であるＷ．アンゲルシュタインである。彼は大学におけるトゥルネン協会の設立に

ともなう会員拡大といっ た量的側面を根拠に提案に賛同した。また彼の兄でもある「アイゼレン

トゥルネン協会」のＥアンゲルシュタインは学生組織の誕生を他の協会の指導者育成の観点か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
ら，一歩踏み込んでトゥルネン協会の指導性と機能分業をそれに求めた。これに対して反対派は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９８）



　　　　　　　　　　ベルリントゥルネン 委員会の成立と啓蒙的プロパガンダ（有賀）　　　　　　　　 ２７

「ゲマインデ」のヴィーマンに代表されるように，トゥルネン協会の本来の意義を楯に反論を展

開する 。つまりそもそも協会は国民的理念に基づいて設立され，ベルリンの各協会もこの原理原

則に則りあらゆる階層の会員が所属しているが，今この段階で排他的な協会を創ることはこれま

での協会理念と矛盾すること 。また，このような教養人だけの協会は他の協会と遊離してしまう
　　　　　　　　１７）
危険性がある ，と 。この議論はヤーンがかつてトゥルネンに期待し活動のなかで強調したナシ ョ

ナリズム的な統一性，包括性では括りきれない協会の分岐を端的に示している 。協会における階

級， 階層などによる分岐ともいうべきこの現象は，後の労働者トゥルネン協会やユダヤ人トゥル

ネン協会の設立において頂点に達するが，アンゲルシュタイの主張は一方で協会の権威と正当性

を対外的に強調するものの，他方において協会内部における機能分化，つまり指導の名による序

列化の意味を会員に賦与しているようにみえる 。その大学における学生のトゥルネン協会は１８６０

　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
年７月１７日に議論のすえ設立された。そこで，次にこの基本方針に基づいた委員会の具体的な活

動がいかなるものであ ったのかが解明されなければならない 。

１）Ｄａｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ Ｍａｍｅｒ肚ｎｅｎ，ＤＴＺ１８５７，Ｎｒ１１，Ｓ５０

２）Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎｕｎｄＶｅｍ１ｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８５７，Ｎｒ２３，Ｓ１０８

３）Ｄａｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ Ｍａｍｅ廿皿ｎｅｎ，ＤＴＺ１８５７，Ｎｒ１１，Ｓ４９ －５０

４）ＷＡｎｇｅｒｓｔｅｍ，Ｄ １ｅ
Ｂｅｒ１ｍｅｒ Ｔｕｍｖｅｍｅｕｎｄ １ｈｒＴｕｍｒａｔｈ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ８，Ｓ３８

５）Ｅｂｄ ，Ｓ３８Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｓ　Ｖｅｒｅｍｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔ

ｕｍｅｒｓｃ
ｈａｆｔ　Ｂｅｒ１ｍ１８８８，Ｓ２なお，成田十次郎

　『近代ドイツスポーツ史１　社会 ・学校体操制度の成立』不味堂，１９９１年 ，１１４ －１１６ぺ 一ジにもベルリ

　ントゥルネン委員会の成立過程と活動の一端が述べられている 。が，固有名詞の表記は本稿と異なる 。

６）Ｗ．Ａｎｇｅｒｓｔｅｉｎ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

Ｓ． ３８

７）　
３者ともドイツトゥルナー連盟（ＤＴ）設立にむけての中心メンバーであるが，アンゲルシュタイ

　ンはプロイセン下院における自由主義野党である進歩党に，ゲオルギーはドイツ国民協会及びビスマ

　ルクの支柱であ った国民自由党に，そしてゲ ッッはザクセンの自由主義政党の人民党，後年国民自由

　党にそれぞれ所属していた。Ｗ．Ｅｉｃｈｅｌ　ｕ
．ａ

．（Ｈ
ｒｓｇ

．）

，ａ．ａ．Ｏ
．，

Ｓ． ２１８

８）Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍｒａｔｈ，Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃｈｅ　Ｕｅｂｅｒｓ１ｃｈｔ　ｄｅｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍｖｅｒｅｍｅ１ｍ　Ｓｏｍｍｅｒｈａ１ｂｊａｈｒｅ１８５８
，

　ＤＴＺ．１８５９，Ｎｒ．
１， Ｓ． ６－ ７． Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ　ｕｎｄ　Ｖｅｍｉｓｃｈｔｅｓ，ＤＴＺ．１８５９，Ｎｒ． １４ ，Ｓ．６８．ライプツィヒの

　協会の職業構成にかんしては，Ａ　Ｍａｒｔｅｎｓ，Ｄ１ｅ　Ｔｈｅ１１ｎａｈｍｅ　ａｍ　Ｌｅ１ｐｚ１ｇｅｒ　Ｔｕｍｖｅｒｅ１ｎｅ　ｍｄ　ｄ１ｅ　Ｌ
ｅ１ｓ

　ｔｍｇｅｎ１ｍ　ｄｅｍｓｅ１ｂｅｎｍＷ
ｍｔｅｒ

ｈａｌｂｊａｈｒｅ，Ｏｋｔｏｂｅｒ ｂ１ｓ Ｍａｒｚ，１８５６－５７，ＤＴＺ１８５７，Ｎｒ１Ｏ，Ｓ４５ －４７

９）　
この点に関しては，望田幸男，田村栄子『ハーケンクロイツに生きる若きエリートたち』有斐閣 ，

　１９９０年，第２章参照 。
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１６）

１７）

Ｂｅｒ１ｉｎｅｒ　Ｔｕｒ皿ａｔｈ，Ａｕｓ　Ｂｅｒ１ｉｎ，ＤＴＺ．１８５７，Ｎｒ． ２０，Ｓ．１１９
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Ｓ． １１９

Ｅｂｄ
．，

Ｓ． １１９

Ｎａｃｈｒ１ｃｈｔｅｎｕｎｄＶｅｍ１ｓｃ
ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ１４，Ｓ６７

Ｅｂｄ ，Ｓ ．６８

Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ６８

Ｅｂｄ ，Ｓ．６８

Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ６８

１８）Ｎａｃ
ｈｒｉｃｈｔｅｎｕｎｄＶｅ，ｍｉｓｃｈｔｅｓ，ＤＴＺ．１８６０，Ｎ ｒ． １９，Ｓ ．１０７．ベルリン大学トゥルネン協会（Ｄｉｅ

　Ａｋａｄ
ｅｍ１ｓｃ

ｈｅ　Ｔｕｍｖｅｒｅ１ｎ　ｚｕ　Ｂｅｒ１ｍ）は「会員の身体的，精神的強化，トゥルネン及ぴ身体運動のと

　りわけ大学生のもとでの促進，並びに国民的心情と大学生的な社交を会員のもとに育成することを目

　的」（規約第１条）に１８６０年７月１７日に結成された。当協会はその後ＤＴや大学トゥルネン同盟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９９）



２８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　（Ａｋａｄｅｍ１ｓｃｈｅｒ　Ｔｕｍｂｕｎｄ）に加盟するが，協会独自のワ ソペンやシンホルとしての会旗や装飾なと

　　協会の公共領域を形成し活動を展開した。Ｓａｔｚｕｎｇｅｎｄｅｓ Ａｋａｄ
ｅｍ１ｓｃ

ｈｅｎ Ｔｕｍ－Ｖｅｒｅｍｓｚｕ Ｂｅｒ１ｍ
，

　　Ｂｅｒ１ｍ１９１３，Ｓ３Ｆｅｓｔｓｃ ｈｒｌｆｔ　ｚｕｍ５０ｊａｈｒ１ｇｅｎ　Ｊｕｂ１１ａｍ１ ｄｅｓ　Ａｋａｄｅｍ１ｓｃｈｅｎ　Ｔｕｍｖｅｒｅｍｓ　ｚｕ　Ｂｅｒ１ｍ

　　Ｂｅｒ１ｉｎ１９１０

皿． ベルリントゥルネン委員会の先導的活動

　１　トゥルネン協会の祝祭と公開演技会

　ベルリントゥルネン委員会の先導性を読みとるうえで，ベルリンあるいはその周辺都市さらに

ドイツ全土にむけたトゥルネンを通じた普及活動を見ておく必要があろう 。なぜなら後述するよ

うに，そうした活動の啓蒙性はトゥルネンの普及と統合といっ た両義的側面を含んでいるからで

ある 。

　ところでトゥルネンの普及，会員の拡大にとっ て創立記念祭をはじめとした祝祭あるいは公開

演技会をともなうトゥルネン遍歴（Ｔｕｍｆａｈ廿）の果たすべき役割は非常に大きい。なぜなら ，こ

れらの催しは会旗，歌，自然などのシンボルの共有及びトゥルネンと消防の演技への眼差しを通

じて，会員相互あるいは会員と非会員との共属感覚を醸成する舞台装置を構成していたからであ

る。１８５８年３月１４日にハー ゼンハイテにて開催されたベルリントゥルナー協会創設８周年祭の概

要を事例に，この点を見ておこう 。これは冬季の屋内における祭典の舞台装置の特徴を示す内容

となっ ているが，王立中央体育学校の将校，消防隊員，トゥルネン教師協会の役員，賛助会員な

ど３００名以上の来客の参加を得て開催され，同時に，設立して問もないベルリントゥルネン委員

会の結集を誇示するという意図も込められていた。会旗，木炭で描かれたヤーン像などによるホ

ールの装飾，楽曲と歌の上演，主催者挨拶，ヤーン ・アイゼレン方式による ，跳馬，あん馬，平

行棒，鉄棒，各種跳躍用器具のもとでの指導者（Ｖｏ廿ｕｍ。。）による班別演技（８班）と自由演技
，

そして会食（しばしば女性による接待）と表彰，ドイツ国民のシンボルたるオークの葉にまつわる

講演と合唱なと　　夏季は，これに近隣の山，湖などへのトゥルネン遍歴が加わる　　，これら

観衆の存在を前提とする催しは，確かにトゥルネンを国家権力や市当局など公に顕示する重要な

装置であ った。それはＥ．アンゲルシュタインなどの演説によく表れているが，彼はこの場でト

ゥルネン協会によるヘルリントゥルネン委員会の結成と当地のトゥルネンの正当性を連関的に主
　　１）
張した。このような主張はトゥルネンの過去と現在との連続性を強調すべく ，ヤーンそしてブル

シェンシャフトとヴ ァルトブルク祭との関係を援用し，現状の国民的課題を市民に訴えかけた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）１８５８年８月１５日の「アイゼレン」の創設５周年祭や翌５９年３月３１日の公開演技会などにおいても

なされ，彼はそのなかでトゥルネンは健康の保持増進の唯一の手段であることに加えて，忍耐力 ，

気力そして勇気など，会員の精神的高尚化，国民的性向の酒養，総じて国防能力の育成にとっ て

最も有効な手段であること ，しかしその場合でも組織のなかで共同で行うのが最適であり ，それ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
ゆえ協会へ入会すべきであることをことさら強調するのである 。

　しかし，これら催しは以上のような言説的な性格と並んで，参加者の求心的な眼差しや聴覚を

通じて身体に入念に刷り込まれていく全体として高度に様式化されたトゥルネンの記号体系をつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３００）
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くりあげた点に特徴がある 。別言すれば，祭典などトゥルネンの当時の公共領域においては，参

加者は可視化されたシンボルや演技などを身体に刻印するという ，ハレの日の単なる乱痴気騒ぎ

や楽しみ事では済まされない世俗儀礼的な役割行為を担うことが要求されるのである 。ここにト

ゥルネンの普及と統合の両義的なメカニズムの一端が表わているように思われる 。例えばベルリ

ントゥルネン 委員会は，前述した１８５８年の定例会議後の５月３０日にロー ゼンタールヘの遍歴を実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４、
施し公開演技会などを通じて６月１日に「フォアヴェルッ」を設立させたが，同様のことはポッ

ダム ，フライエンヴ ァルデなどでも実施され，これらは先の創設記念祭と同様の舞台装置で構成

されており ，ここから協会ごとの指導者相互の研修の実態と併せてベルリントゥルネン 委員会の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
これら協会にたいするヘゲモニー が着実に広まっ ていっ たことが推測される 。また委員会と当初

関係をもたなか ったシュ テッ ティンの協会も ，かつての「ゲマインデ」の会員が当協会のトゥル

ネン教師（Ｔｕｍｗ。。ｔ）となることで問接的に委員会との交流を開始するが，１８６０年７月２２日に開

催されたポメルン ・マルク地方初の県（Ｋ。。ｉ。）トゥルネン 祭一ベルリンからの３００人以上のトゥ

ルナーをはじめ県内外から１０００人以上の参加　　に関するアンケルシュタイの主張には先の役割

行為の意味がよく現れている 。彼は民俗祭典（Ｖｏ１ｋ．ｆ。。ｔ）の和やかさ ，楽しさ ，快活さをまるご

と否定しないものの，国民としての愛国的感情が欠如している仲問との狸談，頽廃的な安酒の臭

い， 狂人的な俳個などといっ た反道徳的な乱痴気騒ぎにたいしては厳格に拒否し，古い時代の民

俗祭典にかわる現在の国民生活に相応しい民族祭典　　それは個人の精神的気高さと連帯感が一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
般化し愛国的思想にまで昇華する　　としてトゥルネン 祭を位置づけた。つまり彼が要求するの

は喧喋のなかで培われる「民のモラル」を否定した，国家の安寧秩序の維持と愛国心の酒養に適

したトゥルネンなのである 。

　また上記の近隣協会への関与と関連して，ベルリントゥルネン委員会ではトゥルネンに対する

偏見の払拭と会員拡大の観点から ，王として親方，手工業者協会（Ｈ．ｎｄｗ。。ｋ。。一Ｖ。。。ｍ）と連携し

て， トゥルネンに関する講演会の実施，当協会内におけるトゥルネン支部の設立と公開演技会や

指導者講習会の開催，そして遍歴職人などにたいする入会金免除措置にも協力している 。これら

の事柄に関しては１８６０年のコーフルク全国総会でも審議されたが，例えはリュソ ケンウァルテに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
おける４００人の手工業者協会内のトゥルネン支部の事例にみられるように，手工業者協会内にお

けるトゥルネン支部の設立問題は先述した大学のそれと同様，「すべての階層からの結集」とい

うトゥルネン協会のそもそもの理念と矛盾するようにみえる 。しかしイギリスとは相対的に異な

り， ドイツでは法的固定化（身分的セメント化）の挺子入れもあ って共通の経験と規範とをもっ た

手工業的伝統が残存しており ，ベルリントゥルネン委員会の正当性の認知と協会における手工業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
者会員の獲得に向けて上記のような取り組みが要請されていたとみるべきであろう 。

　以上のような委員会による先導性のトイノ全土への拡延は，全国統計の作成とヤーン記念碑建

立へのとりくみにも表象されているが，次にこの点をみておこう 。

　２　全国統計の作成

　ベルリントゥルネン 委員会は１８５９年２月１５日 ，ベルリントゥルネン 委員会 ・普及委員会名で ，

スイスを含めたドイッ全体を対象としたトゥルネンに関する最初の統計調査の実施と協力を訴え

た。 これは同種の調査をハンブルクのドイツトゥルナー同盟が断念したのをうけてのものだが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０１）
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当委員会は，この統計調査のねらいを「トゥルネン協会の状況の相互認識をいかに刺激的に個々

の会員に働きかけるか，また，（統計から得られた）十分な概要をトゥルネン全体の普及への努力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
に向けてどのように活かすべきか」に置いた。調査はアンケート方式で実施され調査対象の協会

の住所が不正確であるのに加えて回収率が十全でなく ，調査王体のベルリントゥルネン委員会さ

え「全国統計の作成と公開を中断せさるをえない」状況にあると認識した時期もあり ，その限り
　　　　　　　　　１０）
で不十分さは否めない。しかし正確性の問題を孕みつつも ，一国レベルにおける各協会の状況を

初めて対象化しようと試みた当調査の持つ意義は，決して小さくない。それは全国統計の作成を

通じて形成される地域支配のイニシアティブという点において。かねてよりＡ．マルテンスは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
中央機関による祭典などトゥルネンに関する統計調査の必要性を指摘していたが，１８６０年６月の

第１回ドイソトゥルネン＝青少年祭典（コーフルク祭）以後に結成された全国を射程化した統括

機関（ドイツトゥルネン協議会，いわゆる「５人委員会」，ドイットゥルネン委員会など）にとっ て全国

統計は，ある意味では地方協会の実態を把握し，さらにその構築を図るための重要な手段でもあ

ったと思われる 。ベルリントゥルネン委員会は統計作成の意義を前述のねらいに加えて次のよう

に強調する 。「この統計的構成の意義はトゥルネンの普及に関する地理上の概観とともに，様々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
な点における協会設備の本質的な洞察を実施するためのものである」と 。１８６３年ドイツのトゥル

ネン協会の地域的再編（Ｋ。。１。 による区割り）と併せてなされたより精綴な全国統計調査の意図は
，

この文脈からも把握しておく必要があり ，ベルリントゥルネン委員会による全国統計はさながら

かかる地域の構築の先駆的取り組みともいうべき実践であ ったのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
　ところで全国統計調査は１８６０年にライプツィヒから公刊されるが，具体的項目をみると ，会員

数（正会員，準会員，会友），協会の設立年月日 ，会員の主たる階層，教師の有無，活動回数，活

動場所，剣術，合唱活動，文庫の有無，蔵書量，消防班の有無，連合組織加盟の有無など，かな

りきめ細かなデータを収集しようとしていることが分かる（表４）。 このドイツをくまなく調査

領域とした統計による対象化は個々の協会にたいし全国の状況を意識化させる動因でもあり教師
，

施設，活動内容などの表象は，その限りで協会への地域的あるいは全国的な支援を生み出す契機

にもなりうるが，しかし同時にそれは全国的な眼差しに置かれた各協会が差異化すなわち自己の

欠落部分や不備の認知を通じて「基準や正当」を認識する過程でもあり ，いわばデータによる新

たな価値の序列化をもたらす支配の創出過程と密接に関わ っている 。なぜなら項目にある活動内

容や諸条件を各協会はドイッ全土の相対において意識しないわけにはゆかないのだから 。６０年代

初頭に展開される協会の射撃種目導入に関する論争はその端的な現れであろう 。

　３　ヤーン記念碑建設運動

　ハ ーゼンハイデにおけるヤーン記念碑建設運動は１８５２年１０月１５日のヤーンの死去をうけて
，

１８５７年１２月のＤＴＺ紙上に掲載されたイエナの大学生からの提案に端を発する 。ヤーンの記念碑

に関してはライプツィヒのトゥルナーが主張するフライブルクと ，ベルリンのハー ゼンハイデの

２つの案があ ったが，この段階では前者におけるヤーン墓碑という形態で墓碑建築実行委員会が

ライプツィヒに結成されドイッ全域からの募金活動の末，１８５９年１０月１６日に除幕式が執り行われ
１４）

た。 こうした動向にたいしベルリンでは「グート ・ハイル」の提案をはじめ，トゥルネン委員会

がヤーン墓碑はみすぼらしい印象を与えるとし，彼の活動の拠点であ ったハー ゼンハイデこそヤ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０２）



ベルリントゥルネン 委員会の成立と啓蒙的プロパガンダ（有賀） ３１

凶
尋
ヘ
ミ
ト
。＼

１ト

。＼

心

ト

圃
Ｈ
八

ギ

、
口
。卜

糞
峯
Ｑ

“
長

柘
繋
圃
箏
甘
竃
彗
“

→
］
く高

唖
榊
。＼

峠
ミ

心

工
。＼

ミ

〈

寸
脩

榊 く 柵 榊 廿 廿

鯉
撚 糎 撚 採 く 在 忠 相

塑
Ｈ Ｈ Ｈ 糧 心 批 ｛血 淋

心
件 舶 叶 叶

＾榊廿

二、 く Ｈ

々
奪 寒 十 糎 沖 叶

伸
幸哨 挑 隼く く く 蛭 撚

Ｇ
朴 糎 澤 キ哨仁 午 仁埠 Ｈ く

呵
ぺ 寺哨 。１＼

刈 相 へぜ 相 ｛血 斗 睡

郁
撚 撚 廿十 廿 撚 十彰 報 報
Ｈ Ｈ 奪 朴く Ｈ 朴 Ｈ く朴 Ｈ Ｈ

糧 汁 叶 キ哨 無 半午 →く 半 什 什紳 叶 無 叶 運 無

藁騨 八郁 八く高 八く高 八く寓 八く高

黒長 ）呵 ）皿 ）皿 ）呵 ）皿
く口 Ｑ ミ榊 ミ榊 ミ榊 ミ榊 ミ榊

１ ■ １ １ １ 一 １ １ ■ １

測イ 〈←１ 〈← 〈← 〈← 〈←

蝸
く

榊
書■

雷 需
」

■ １ ■ ８ 富 ■ １
Ｇ

へ 題
■ １ Ｎ

糧 昌ミ
ｏｏ

ｋ

榊
漏．串１ 廿

史畑 １ １ ■ ■ １ ■ 畑 ■ １ Ｉ １ ■ １ １オ 車

邊Ｇ 謂

浬長

繭
史革

ぐ 活

聖佃
畑 畑 畑 虹 ■ ■ ■ Ｉ 畑 畑 １ ■ １ 畑 車

く口 Ｇ
虫 虫

暑
ぐ

聚阜１
Ｑ
ミ

怨
｛一畑

担 畑 佃 佃 畑 １ 、 １ １ Ｉ
匪

ＱＱ ロユ
Ｉ １ 車 １

奪糧
へ
×

唄

尋挑 紅

ｅ

屋録 Ｉ ■ １ １ ， Ｎ Ｎ 寸 １ Ｈ Ｈ Ｈ 一 弓 Ｎ

無く

憲
∴ 。＼

Ｈ← 、｛酬 Ｉ １

▲｛酬
、彰 ム側 ぺ鮎 ・、Ｋ 〈← ぺ酬 ぺ醐 、填 い剛

｛酬 ｛岬

埋佳
｛ ÷

｝← １ト朴 ｝←Ｉ １← 、｛岬 ｌＫ １← １← い朴 １← ← ｛醐 ←

粋斡
斡 Ｋ

々ｅ 、Ｋ □曜 、£ ミ£ １卜 ，＼ Ｈ｛醐 ミＫ ミ£ ［曜 ミＫ £ 塾 £ 掛 八

ト｛剛 〕煤 ト｛剛 へ柵 トレ ）へ へ側 へ｛剛 ｌ１煤 へ｛酬 柵 違 ｛酬 宗ミ ペミ

轟
回

排回 緋回 排回 排回 排回

癒
理Ｎ 理Ｎ 聖一 理一 理Ｈ

回 回 回 回 回 回 回 回 回回 回回
．駒 ．餌 ．駒 ．師 ．駒 ｃｑ一 ｃ、一

史
回総 回総 回総 回総 Ｎ ｏ○ Ｎ Ｎ 一 Ｎ Ｎ Ｈ

Ｑ 回総 岬《・ 岬ぺ・

霜 寸相 Ｎ相 Ｎ相 Ｎ相 Ｎ相

捌 ］ 畠

」Ｎｂ０

」

Ｉ 寸ｂ０
の Ｌ００つ １ １ Ｉ Ｉ １ ドＵつ

害ミ

Ｎｂ０
○つ ■ １ Ｉ １ １

館
虫 ｏ ｏ ｏ

Ｈ
く侭

侭
一

■ ，
畠

轟
１ １ ■ Ｉ １ １ Ｉ ■ ■ ■ Ｎ（Ｎ

一

竈ｏ○ １

呵
く高 昌

仙 ■ ■ ■ ■ ■ ■
一 一

咽 Ｎ畠 ８蒜 富墾
弓担

■ 」 、冴 Ｈ品 、冴 畠 ■

：ｏつ 需冴 寸冴 （◎Ｎ

＼

（Ｎ○つ ｏ）Ｎ

＼

写ｏつ 雷冴
く高

ｏ 昌 ＨＯ 昌 昌 昌 冨 山 山 山 昌 山
Ｈ 一

廿口 等害 冨串 竈竃 竃詩
ｏｏ

→オ町 畠ゆ
島 冨 富 竃マ

○彗山ＯＯＣ；一Ｈ

竃旨 竃Ｈ 雷昌

諮廿
害→ 彗■ 雪■ 彗→ Ｈ

彗 害 彗 碧； 彗６ 雪Ｈ 彗ぷ

ｏｏＨ旧

山

＞ ｂ へ 駅
１ト

岬
ｆト ← 。＼

ム ト 〉 鍾 Ｇ く高 、＼ 、＼ 郁 く高

八 。＼ ▲ １ 十 〈 邊 冬 聾 ｝ 、 違 鐘
郁

、
）▲ ｝ ペミ 卜、 １謂 渓 １ 、＼ １ ト 郁 く寓 ← ←

達 ト 、＞
←

＞〉
へ

パ損 料 ミ← １ 「
へ

一ト
ふ 蜂 逢 革 革

← 〈 ）← Ｈ へ単 牛 ← ← ← 昧 駅

八ｏ
、＼ ｂ８ 工 。＼

口 １ト富

く
） 、＼『 、８ Ｈ

八○ 八Ｏ ・＼Ｏ ・＼Ｏ 八ｏ ・＼○ 八ｏ 八ｏ ・＼Ｏ ・＼Ｏ ＞Ｈ
’

ム
尋 ロー

Ｈ寸 Ｈ９ 、

悼
）８ ）８ ）８ ）８ ）８ ）８ ）８ ）８ ）８ ）８

ミヘ ＫＯ 、１ト ｂ卜 １０

佳 ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ ミ６ 七ミ Ｈ８ １トミ Ｈム ）富
〈等 〈等 〈写 ＜写 〈写 〈等 〈等 〈写 〈写 ＜写 ．、ト 十６ トト 心心 ｂ６

一

＞

冒

八；
Ｈ冒
Ｈ圭
・＼易

ト；
口ｏＱ
ぺ一
１毛

１；＼窪

丑
ｂ０ Ｐ
○つ　 。

、＼飼……

件曽
ミ←１

工、冒

毛
←国

柵堵
撃王

（３０３）



　３２　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

一ン記念碑の建設地として最も相応しいとして１８５８年１１月２４日の定例会議においてヤーン記念碑

建設特別委員会（Ｅ．アンゲルシ ュタイン ，マスマン，ラコ ヴ， フォイクト ，ジー ゲムント）を設けるこ

とを全会一致で決議した。記念碑建設費用については１万ターレルが見積もられたが（フライブ

ルク墓碑は約８５０ターレル），それはドイッ全体の約２００の協会に所属する１万人の会員１人あたり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
１ターレルの募金を念頭においての試算である 。また，定礎式はトゥルネン生誕５０周年にあたる

１８６１年に全国的なトゥルネン祭とリンクして執り行うとし，それに伴いドイッ各地域の協会にた

いし次ぎの項目に関する問い合わせを行 った 。

　　 「トゥルネンの父ヤーンのために，ベルリン郊外のハー ゼンハイデにおいて意義深い記念碑

　を建設すべきであるとする我々の見解に賛同するかどうか。見解に賛同するのであれば，あら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
　ゆる努力を惜しまずその実現に向けて募金収集に即座に着手するかどうか 。」

　特別委員会はこの問い合わせにたいする反響を背景に，１８６０年５月１１日に会議を招集し委員の

補強（１２～１７名）並びに政府当局の許可の獲得と国民への募金ネ ットワークの形成について審議

するとともに，先のヤーン墓碑建設運動及び同時期に実施されたアルント記念碑募金などを考慮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
して，それらの成功をにらんで開始することを確認した。これらベルリントゥルネン委員会主導

によるヤーン記念碑建設運動は，Ｅ．デ ュレの主張をみるまでなく「トゥルナーの聖地」たるハ

ーゼンハイデと解放戦争における祖国統一の擁護者，推進者ヤーンにより交わされる増幅作用の
　　　　　　　　　１８）
効果が期待されている 。すなわち，すでにヘルマン記念碑の事例が雄弁に物語っているように ，

ドイツにおけるモニュメンタリズムの展開は重要な国民的表現でもあ ったが，トゥルナーらにと

ってヤーン記念碑の建設は同様な重み有していた。周知のようにヤーンはキリスト教の精神を組

み入れたゲルマン人としての歴史的運続性の感覚や意識をトゥルナーに求めたが，民族たるドイ

ツ人の威光的シンボルとしてヤーンの記念碑は，解放記念日などの国民的祝祭としばしばリンク

して開催されたトゥルネン祭における国民の自己表現，つまりゲルマン的シンボルの構成要素で
　　　　　　　１９）
もあ ったのである 。その点でハー ゼンハイデのヤーン記念碑のもつ意味は大きいといわねばなら

ない。また可視化されたヤーン像の存在はそれ以降，各種祝祭の演説における過去のヤーンのド

イツ民族たるに相応しい英雄的言説とともに，トゥルナーにかの役割行為を無意識のうちに演技

させるシンボルともなっ たのである 。ハー ゼンハイデのヤーン記念碑は１８６１年８月１０日に定礎式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）が， 落成式は約１０年後の１８７２年８月１０日に実施された。以上の活動はそれぞれベルリントゥルネ

ン委員会の先導性を表すものだが，最後に政府当局宛に作成された覚書の内容にたちいることで ，

殊に国家の近代化と対時した当委員会の啓蒙的プロパガンダの中味を明らかにしておこう 。

　　１）Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎｕｎｄＶｅｍ１ｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ８，Ｓ４０

　　２）Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎｍｄＶｅｍ１ｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ２０，Ｓ９５－９６

　　３）Ｅ　Ａｎｇｅｒｓｔｅｍ，Ｒｅｄｅ　ｂｅ１ｍ　Ｓｃｈａｕｔｕｍｅｎ　ｄｅｒ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔ
ｕｍｖｅｒｅｍｅ，ＤＴＺ１８５９，Ｎｒ１２，Ｓ５４－５５

　　４）Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎｍｄＶｅｍｌｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ１４，Ｓ６８

　　５）Ｎａｃｈｒ１ｃｈｔｅｎｍｄＶｅｍ１ｓｃ
ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ１３，Ｓ６７Ｎｒ１９，Ｓ１０４

　　６）Ｎａｃｈｎｃｈｔｅｎ　ｍｄ　Ｖｅｍ１ｓｃｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ７，Ｓ３６Ｄａｓ　Ｓｔｅ廿ｍｅｒ　Ｔｕｍ　ｆｅｓｔ　ａｍ２２Ｊｕｌｌ，ＤＴＺ

　　　１８６０，Ｎｒ． １８，Ｓ．９７ －９８

　　７）Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎｕｎｄＶ

ｅｍ１ｓｃ
ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ２３，Ｓ１３６

　　８）Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎ　ｍｄ　Ｖｅｍ１ｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ７，Ｓ３５－３６Ｃ　Ｆ　Ｕ１ｒ１ｃｈ， Ｗｏｄｕｒｃｈ１ｓｔ　ｄｅｒ　Ｈａｎｄ

　　　 ｗｅｒ
ｋｅｒｓｔａｎｄ　ｆ皿ｄ１ｅ　Ｔ皿ｎ＝Ｖｅｒｅｍｅ　ｚｕ　ｇｅｗｍｎｅｎ？ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ１５，Ｓ７７－７８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０４）
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９）Ｄｅｒ　Ｂｅｒｌｍｅｒ　Ｔｕｍａｔｈ，Ｄｅｒ　ＡｕｓｓｃｈｕＢ　ｆｕｒ　Ｖｅｒｂｒｅ１ｔｍｇ　ｄｅｓ　Ｔ
ｕｍｅｎｓ，Ａｎ　ｄ１ｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｔ

ｕｍ

　ｖｅｒｅｉｎｅ，ＤＴＺ．１８５９，Ｎ ｒ．
７， Ｓ． ３３．なお，前述したベルリントゥルネン委員会傘下の協会を対象とし

　た統計調査（１８５８年）の目的にも ，既に同様のねらいが記されている 。Ｂｅｒ１ｉｎｅｒ　Ｔｕｍａｔｈ，Ｓｔａｔｉｓｔｉｓ
－

　ｃｈｅ　Ｕｅｂｅｒｓ１ｃ ｈｔ　ｄｅｓ　Ｂｅｒｌｍｅｒ　Ｔｕｍｖｅｒｅｍｓ１ｍ　Ｓｏｍｍｅｒｈａｒｂｊａｈｒｅ１８５８，ＤＴＺ１８５９，Ｎｒ１，Ｓ６

１０）　ノイエンドルフはこの調査結果（２４１の協会，２３ ，６７０人の会員という数値）はあまりあてにならな

　いと評価している 。Ｅ　Ｎｅｕｅｎｄｏｒ丘（１９３２） ，Ｓ５４７－５４８

１１）Ａ　Ｍａｒｔｅｎｓ，Ｕｅｂｅｒ　Ｔｕｍｅｒｂｍｄｅ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ７，Ｓ３０

１２）Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍｒａｔｈ　Ｄｅｒ　Ａ
ｕｓｓｃ

ｈｕＢ　ｆｕｒ　Ｖ
ｅｒ

ｂｒｅ１ｔｕｎｇ　ｄｅｓ　Ｔ
ｕｍｅｎｓ，Ａｕ丑ｏｒ

ｄｅｒｕｎｇ，ＤＴＺ１８５９，Ｎｒ１３
，

　Ｓ．５７ －５８

ユ３）　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍｒａｈｔｈ，Ｕｅｂｅｒｓ１ｃ ｈｔ　 ｄｅｒ　 Ｄｅｕｔｓｃ ｈｅｎ　Ｔ皿ｎ－Ｖｅｒｅｍｅ　Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１８６０

１４）　Ｄｅｒ　ＡｕｓｓｃｈｕＢ　ｆｕｒ　ｄａｓ　Ｊａｈｎ ’ｓｃｈｅ　Ｇｒａｂｄ．ｅｎｋｍａ１，Ｄ１ｅ　Ｊａｈｎ・Ｇｒａｂｄｅｎｋｍａ１・Ｇｅ１ｅｇｅｎｈｅ１ｔ，ＤＴＺ１８５９

　Ｎｒ． ２６．Ｓ．１２１－１２２

１５）　Ｕｅｂｅｒ　Ｊａｈｎ・Ｄｅｎｋｍａ１，Ｖｏｒｂｅｍｅｒｋｍｇ，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ１５，Ｓ７１

１６）Ｅ　Ａｎｇｅｒｓｔｅｍ，Ａｎｄ１ｅ　Ｔｕｍｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄｓ　ｍｄ　ｄｅｒ　Ｓｃｈｗｅ１ｚ，ＤＴＺ１８５９，Ｎｒ６，Ｓ３０

１７）　Ｄｅｒ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｒｍａｔｈ，Ｄａｓ　Ｊａｈｎ・Ｄｅｎｋｍａ１ｍ　Ｈａｓｅｎｈｅ１ｄｅ，ＤＴＺ１８６０Ｎｒ１３，Ｓ６６－６７

１８）　Ｅ　Ｄｕｒｒｅ
，Ｊａｈｎｓ　Ｄｅｎｋｍａ１，ＤＴＺ１８５８，Ｎｒ１７，Ｓ７８

１９）Ｋ．Ｋａｐｅ１１，Ｄｉｅ Ｆｅｉｅｒ ｄｅｒ Ｓｃｈ１ａｃｈｔｂｅｉＬｅｉｐｚｉｇｉｎ Ｂｅｒ１ｉ叫ＤＴＺ．１８５込Ｎｒ． ２４ ，Ｓ．１１３－１１４．なお，本

　稿においてはＧ．モッ セによるシンボルなどがもつ文化統合作用の分析枠組みから多くの示唆を得

　ている 。Ｇ．モッ セ『大衆の国民化一ナチズムに至る政治シンボルと大衆文化』（佐藤卓己 ・佐藤八寿

　子訳）柏書房，１９９４年
。

２０）墓碑も含めたヤーン記念碑はその他ヤーン生誕の地ランツさらにアメリカのシンシナティやセント

　ルイスにも造られた。この点に関してはＲ．Ｇａｓｃ
ｈ，

ａ． ａ． Ｏ． ，Ｓ．３７６ －３７７

１Ｖ ．政府宛覚書にみるベルリントゥルネン委員会の啓蒙的プロパカンタ

　１　覚書作成の背景

　ベルリントゥルネン委員会の３委員（Ｅ．アンゲルシュタイン ，マスマン ，フォイクト）は ，１８６０

年２月 ，『トゥルネン術と祖国の防衛体制』と題する覚書をプロイセン政府宛に送付し，併せて
　　　　　　　　　　　　　　　　１）
全国のトゥルナーにそれを公表した。この覚書は南トイソシュウァーベン地方のトゥルナー カ

レンベルクとゲオルギーによるコー ブルク祭への「結集の呼びかけ」と同時期に発表されたが ，

両者はトゥルネンの結合と統一に関する当時のドイッ南北からのイニシアティブとみなしうる 。

後に詳しくみるように，政府宛覚書の機軸は学校と軍隊へのトゥルネンの導入と促進，とりわけ

後者におけるトゥルネンの権威と正当化の要求を通じたシステムヘの同化にあるといっ てよい 。

　ところで覚書の趣旨と同種の内容の記事が５９年以降，ＤＴＺ紙上に頻繁に登場するが，これら

は同年のイタリア独立戦争を契機としたフランス，オーストリアに対するトゥルナーらの危機意
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
識とドイツ統一要求とが，かの解放戦争時の心性と相侯 って吐露されていることは間違いない 。

覚書のタイトルである『祖国の防衛体制』がこの点を端的に示している 。しかし覚書の内容はこ

のような外圧的要因からの知見のみで評価してはならず，後の「憲法紛争」にエスカレートする

王権と議会勢力との政治権力をめくる闘争といっ た国内状況との文脈においても捉えおく必要が

あるだろう 。つまり前述したように覚書が送付された１８６０年は，トイノでは議会における保守派

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０５）



　３４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

と自由派の勢力関係が逆転しフルジ ョアジーの自由化の要求が実現するかにみえた「新時代」と

呼ばれる時期であり ，アンゲルシ ュタインやＴ．ゲオルギーらの政治的，経済的スタンスと行

動　　自由主義左派の進歩党員として，あるいは５９年に結成されたフルジ ョアジーの政治結社で
　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
ある「ドイツ国民協会」の一員として　　及ぴトゥルネン協会会員の主たる階層から判断して ，

覚書の内容がこれら自由主義者の諸要求を反映している事実を見逃してはならない。そうでなけ

れはベルリンの委員会やそれを受けて作成されたドイットゥルネン協議会の同種の覚書が，なぜ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
政府と議会宛に出されたのか十全に理解できないだろう 。

　ところでＡ．ファークツによれば，プロイセン軍部は１８４８／４９年革命時の郷土防衛軍の独立

性を根拠とした革命的混乱と軍隊の撹乱を踏まえ，革命後，戦時軍隊の均質化に取り組んだ。す

なわち歩兵の２年半現役制（１８５２年），３年現役制（１８５６年）そして郷土防衛軍の制限と排除であ
５）

る。 プロイセン将校の伝統的「騎士的」資質を受けているとはいえ，火器類の使用とクラウゼヴ

イッ ツらによる戦術の改変そしてこの軍隊の均質化はドイッにおける「軍隊の近代化」を着実に

進行させたが，現役軍人にはその分，忠誠なる兵士に相応しい役割行為が要求された。ついでに

いえば，周知のように１８世紀後半以降教会からの教育行政の独立を順次確保してきたプロイセン

では，１７９４年の　般国法による諸学校や大学の国家機関化の規定をかわきりに，主として正当化

された資格 ・職業ヒェラルキー内部における構造連関を動因として１９世紀を通じてギムナジウム
，

「都市学校」（後に「近代的中等学校」（実科学校）へ分化），職業学校の構造変化，そして「貧民」学

校の「村落学校」「町立学校」，義務教育年齢児のための「民衆学校」への改称等といっ た学校類

型制度及びカリキ ュラム改革など，総じて学校教育における近代のシステム化も同様に進行して
　６）
いた。したがって軍隊とも関わるトゥルネン（あるいは体育）の学校への導入問題は，単なる導

入の時期やカリキ ュラムの位置づけだけをみるのではなく ，例えば教育システムの出現や成立の

過程における教科内容の意味づけを資格構造や職業上の要請を促す外的動因との連関において把

握しておかねばならないだろう 。話を軍隊にもどそう 。プロイセン憲法の規定によれば軍事予算

と陸相にたいする文民統制が議会に賦与されており ，ここに統帥権に象徴される王権の権力的地

位の確保と議会を基盤とする自由主義者との対時関係が生起する構図がある 。委員会の覚書と時

を同じくして陸相 ローンは（１）正規軍の大増強（年問募兵数を４万から６万３０００人，常備兵力を１５万か

ら２２万人へ），（２）３年兵役制の確定，（３）市民的性格の強い後備兵の弱化，正規軍への吸収を骨子と

する「兵役法」を下院に上程しプロイセン軍事力の飛躍的強化をめざしたが（同年５月 ，軍事増強

費の承認と引き換えに撤回），これに対して自由主義ブルジ ョアジーは（１）には賛同したものの，国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
民経済における生産的労働の損失の観点から（２）と（３）には反対した。つまり ，この路線と基本的に

一致するベルリントゥルネン委員会の覚書は，立憲に準拠した自由主義陣営のトゥルナー領袖に

よる啓蒙的プロパガンダといえるのである 。

　しかし３年兵役制などには反対しつつ国家統一による経済効呆の面から軍事増強に賛同すると

いう自由主義ブルジ ョアジーの矛盾的行為は，結局のところビスマルクによるｒ上から」の国家

統合に道を開いたが，覚書の内容にしても先の軍隊の近代化の方向と対時するのではなく ，むし

ろそれを補完し強化することを本旨としているかのようにみえる 。したがって覚書はトゥルネン

の構造転換によるシステムヘの同化，その再生産という知見からも評価しておかねばならない 。

以下，具体的に覚書の中身を吟味しておこう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０６）
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　２　覚書の内容

覚書は趣旨説明から始まっ ているが，具体的な要求は次の４項目である 。要求の対象は当然の

ことながら国家（Ｓｔ。。ｔ）である 。

　¢中等学校における夏季のトゥルネン場（Ｔｕｍｐ１．ｔ。）と冬季の室内トゥルネンホール

　　（Ｔｕｍ。。。１）の建設，村落学校や民衆学校における独自の夏季，冬季のトゥルネン空問

　　（Ｔｕｍ・ｕｍ）の確保と共同利用

　　　トゥルネン教師の実践的，理論的育成及び専門科目教師としてのトゥルネン教師の資格化

　　　地域における大規模な公共トゥルネン場，室内トゥルネン場（Ｔｕｍｈ．１ｌ。）の建設とそれに

　　よる学童，市民へのトゥルネンの機会提供

　　　兵役期間の短縮あるいはより迅速，効果的な養成にむけた現役兵にたいするトゥルネンに
　　　　　　　　８）
　　よる育成の考慮

　ところでベルリントゥルネン委員会の対外的活動課題の一つとして学校機関との指導者をはじ

めとした交流，つまり学校体育の促進が位置づけられていた点については先に述べた。してみれ

は覚書の要求の中に各種学校への公的支援の項目が含まれていることは，課題の性格からして当

然ともいえる 。しかしこの覚書の意義は，それがプロイセン軍制改革を直接の契機として作成さ
　　　　　　　　　　　　　　　　９）
れている事実からもうかがえるように，軍制論議を軸に軍隊と学校といういわは近代的監視シス

テムを表象する国家の権力装置とトゥルネンとを結合させたところにあるように思われる 。その

意味で覚書にみるトゥルネンは徹底して手段化の範岡壽にある 。すでにグーツムーツの体育

（Ｇｙｍｎ。。ｔｌｋ）とヤーンのトゥルネンの連続的な把握に疑問を呈し，機械的な測定事実から身体の

教育を重視するクーノムーノの体育と国家市民の育成としてのヤーンのトゥルネンの断続的側面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
に着目した山本は，トゥルネンの手段化に関する卓見を提示した。しかしヤーンの逮捕と「トゥ

ルネン 禁止」（Ｔｕｍ．ｐ。。。ｅ）が逆説的に物語 っているように，そもそもヤーンの時代においては状

況を変革すべき民の自発性が確保されており ，したがってここでいう手段化とは質的に異なる 。

別言すれは覚書の方向は，合意形成システムを再生産すべき国家機関への貢献，その限りで擬似

自発的な同化としての手段化である 。この点に関しては後に詳しく論じる 。

　さて，プロイセンでは生徒の健康状態の悪化を危倶するロリンザーら医師からの批判が，文部

当局をして「トゥルネン禁止」を停止させる付加的衝撃となっ たっ が（１８４２年），この時点で例

えば私的な事項であ った教師の資格認定モデルをプロイセン国家の教育政策対象とすることなど ，

かつての国家反逆的トゥルネンは，政策的には，トゥルネン（＝体育）教師の国家的養成とコン
　　　　　　　　　　　　　１１）
トロールの方向へと転轍される 。ロートシュタイン率いるベルリン王立中央体育教師養成学校も ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
この課題を遂行すべき役割を担っていたことはいうまでもない 。つまり教師養成が軍隊の将校

をはじめとした監督の指揮系統のもとに置かれ，制度的にはシステム化した授業計画にしたがっ

て指導が行われることになっ たのである 。例えば，ベルリンの養成学校における１８５８年１０月から

５９年３月までの６ヵ月コースの授業計画を見ると ，２ヵ月毎にカリキ ュラムは改定されるが，軍

隊班（Ｍｌ１１ｔａ．ａｂｔｅ１ｌｍｇ） ，文民班（Ｚ１．１１ａｂｔｅ１１ｕｎｇ）それそれ解剖学
，・

し・理学，食事療法なとの講義

（軍民同時開講），（軍事）準備体操，徒手体操，サー ベル，デーゲンを用いた剣術，銃剣，演習な

ど， 月曜から土曜まで１時問刻みで授業がなされ，１２月からは午後に応用治療授業がこれに加わ
　　　１３）
っている 。ついでにいえば，この（軍事）準備体操，徒手体操に関してロートシュタインはスウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０７）
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エー デン体操を導入し，ここに中央体育教師養成学校における指導法の正当化をめぐる同養成学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
校文民教師カーヴエラウとクルー ゲらトゥルネン派との論争が生じるのであり ，国民教育手段と

してのトゥルネンの有用性を強調する覚書の根拠の一つがあるように思われる。少し長いがこの

点と関わ って覚書から引用しておこう 。覚書ではトゥルネンの特長，すなわち集団性と共同社会

の一員としての自覚を強調した後で次のように記している 。

　「個々の人間へのこのような効用の結果，トゥルネンは国民や人間の全体性にとっ て最も意義

のある人間形成（Ｂｉ１ｄｕｎｇ）手段となるであろう 。トゥルネンは最も効果的な青少年の教育
（Ｅ

・・１・ｈｍｇ）手段となるであろう 。いな，それどころか最高の国民教育のための原動力の一つと

なるであろう 。もしそれぞれの学校が有用かつ必要なるトゥルネン場を所有するのであれば，ま

た， もしそれぞれの都市や村が子供や青少年のためのトゥルネン場や遊び場をもつのであれば ，

青少年は彼らの身体性全般の強化と並んで節制及び共同体のなかで育まれる愛情をも学ぶであろ
工５）

つ。」

　ここにはトゥルネンの人間形成全般に寄与すべき特性と学校への導入の必要性が述べられてい

るようにみえる 。しかし覚書が続けて以下のように述べている点を見逃してはならない 。

　「ここ（トゥルネンが行われているところ一有賀）には国家と軍隊にとっ ての無数の財産の無尽蔵

の泉がある 。いな，個々の男子はこの後，軍隊で自ずと勇敢，決断力，一心不乱，忍耐力，身体

的負荷能力，跳躍能力，視聴覚の先鋭化，独創性そして夜間の術策を獲得することになろう 。」

また「兵役に耐えることのできる青年がトゥルネンにより準備教育され鍛えぬかれて軍隊へ行く

こと ，また身体的に未熟な者の兵士となるうえで浪費される新兵期問をすばやくかつ簡潔に克服
　　　　　　　　　　　　　　　１６）
するとき ，兵役の短縮が問題となる 。」

　このように学校へのトゥルネンの導入の要請が，軍隊との運携において捉えられているのが理

解できよう 。確かに覚書では学校におけるトゥルネン教師の不足（中央体育教師養成学校では高々

１８人），専門的知識及びとりわけ技能面での習熟性の欠落（半年 コース性の不十分さ），そして施設

（トゥルネン場，室内ホール）不足とその脆弱性などの個別実態が指摘され，更にまた個人の身体の

みで集団の強化に結実しないスウェー デン体操の批判も展開される 。しかし，この時点で「ドイ

ツ全体の国防能力の育成が国家の最も高度で，最も喫緊かつ重要な課題」と認識し，他方，トゥ

ルネンの権威と正当性を再生しようとしていたベルリントゥルネン委員会にとっ て， 当時「軍隊

におけるトゥルネンの正当なる承認が，同時に　般市民及ぴ市当局におけるトゥルネンの重要性
　　　　　　　　　　　１７）
と有用性の理解を引き出す」ための環であ ったことは，覚書から十分読み取れる 。そこで最後に

軍隊とトゥルネンとの関係をさらに解明しつつ，先に指摘した権力装置への同化の側面に迫 って

みようと思う 。

　３　権力装置への同化
　　　　　　　　　１８）
　Ａ ．ヴォールの見解をみるまでもなく ，軍隊をはじめとした権力装置と運動文化，スポーツと

の有機的連関は古今東西広く存在している 。しかし，繰り返しになるがベルリントゥルネン委員

会の覚書は１８４８／４９年革命後の状況において，軍隊などの国家的権力装置の近代化過程にトゥル

ネンの内実を同化させることで，その権威と正当性を確保しようとしたところに革命以前からの

質的転換があるように思われる 。前述したように，そもそもトゥルネンには班別の規定 ・自由演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０８）
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技， 遍歴，合唱などの役割行為を通じて協会固有の公共領域を創出する特性があり ，地域の協会

では祝祭などの場でそれは継続された。しかし，その一方で軍隊や学校という権力装置ではなく

民間の協会が，国民の兵役能力の育成を則提に国家の安寧秩序の保持を協会共通の命題として措

定したことのもつ歴史的意味は大きい。この点と関わ ってライプツィヒのＦ．ゲ ッツやＥ．デ ュ

レらは，「軍隊における服従」の観点から命令と号令の下に全体が同時に実施可能かつ簡単で ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ９）
しかも必要であれば与件としての秩序に個人を統制しうるトゥルネンのあり様を強調するが，後

述するように軍事訓練の一元化には異議を呈するベルリントゥルネン委員会にしても ，秩序運動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
による秩序つけられた社会性の発展は明らかに委員会の覚書の根幹をなしているのである 。また

　　　　　　　　　　　
、２１）

すでに別稿で述べた点だが，上記のトゥルネンの特徴はそのまま運動材（教材）にも現れている 。

ところで兵役との関わりでとのような運動材が適当か，を覚書の史料から具体的に抽出すること

は難しい。しかし覚書の内容を敷術しつつ運動材を列挙しているテ ユレの文章から一定のイメー

シを形成することは可能と思われる 。テ ユレによれは覚書における兵役に相応しい運動材は ，（１）

歩と走，（２）跳，（３）はしこ登撃，（４）支柱登撃，（５）持ち挙けと運搬，（６）振動（Ｓ．ｈｗｍｇ．ｎ） ，（７）平均台

歩行，（８）投，（９）水泳であり ，これら軍事的実用性においてシフトされた運動の習得により国防ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
ウルナー（Ｗ．ｈ伽ｍｅ。）の資格認定がなされるべきだとした。軍隊への体育の導入に関する１８４９

年の政令では，あるべき運動材として徒手体操，防壁などの跳躍，登撃，運搬，平衡運動，水泳 ，

　　　　　　　　　　　　　２３）
レスリングなどをあげているが，デュレの列挙したものとの類似性が看取できよう 。また１８６０年

のコーフルク総会でも覚書の提起した内容も審議され，さらにそれを継続的に議論していくため

の組織，ドイツトゥルネン協議会が結成されるが，Ｅ．アンゲルシュタインも加わ って作成され

た同協議会による政府と議会宛て覚書一ヘルリンの覚書を踏まえて作成一の中身を見ると ，上記

の傾向は一層明確となる 。そこでは学校における運動材として，徒手体操，秩序体操，集団体操 ，

走， 跳， 投， 登撃，レスリングを列挙しその軍事的有用性が強調され，さらに軍隊においてはそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
れに剣術，銃剣，武器の操作を加えている 。つまりトゥルネンの環の一つを形成する器械運動群

がここでは顧慮されていないのが解る 。確かに相対的に多くの経費を要する各種器械類の各学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
などへの配置は財政上の配慮を要したにちがいない。だが，むしろここでは経費面の問題と併せ

て， いなそれ以上に将校や教師らの指揮系統の下で青少年を鍛冶する軍隊，学校という国家の権

力装置のシステムに，運動材ををはじめとしたトゥルネンの内実を同化させようとしている点を

見逃すべきではない。この回路では生徒は監督者たる将校や教師の眼差しのなかに置かれ，それ

により秩序と規律の意識化が常態化する 。したがって器械運動での個人的技能の習熟（高度化）

という運動文化的欲求は，ここでは指揮官の号令と命令になじまず，かつ全体的統率を乱すべき

対象として拒否されるのである 。ここに地域の祝祭でみられるものとは本質的に異なるトゥルネ

ンの手段化の位相が現れている 。かかる分析視角はスウェー デン体操を支持するロートシュタイ

ンとトゥルナー 派領袖との体育の正統化をめぐる論争をみる時の前提でもあるように思われる 。

両者は秩序への自発的服従という点において共鳴盤をもつのだから 。

　ところでヘルリントゥルネン委員会の覚書は１５００部印刷されたが，そのうち約半数が陸軍省 ，

文部省，議会，上下院に送付され，そして残りが他地域のトゥルナーらに購買されたが，同年中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
に再版要求がなされるなどの反響があ ったようである 。また官の領域においては覚書送付後，内

閣が学校教育と兵役にむけた準備教育との結合を審議し，１８６０年５月２６日には学校へのトゥルネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０９）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
ンの導入の配慮が文部大臣から各地方教育機関宛てに政令として発っせられた。トゥルネン協会

の領域でもフランクフルトのＡ　ラウェンシュタインをはじめとする覚書を支持する論調が掲
　　　　　　　　　２８）
載されるようになる。しかし先に紹介したベルリントゥルネン委員会の見解にみるように，兵役

への貢献という点では一致するものの，全体的な人間教育の観点からトゥルネンの軍事訓練への

一元化，協会における剣術，銃剣の実施などに対しては論争が展開される 。結果としてベルリン

トゥルネン委員会を再編に追い込む要因の一つともなるこの問題は，その後ドイツ各地で噴出す

ることになるが，文化としてのトゥルネンのあり様を問う意味で興味深いものがある 。

　以上みてきたように，この時期におけるベルリントゥルネン委員会は，一方では祝祭時の公開

演技や遍歴などを通じて協会を設立あるいは復興するというトゥルネン固有の課題に対するイニ

シアティフを発揮し，他方において政府，議会宛て覚書に象徴されるように，兵役にむけた準備

教育の手段としてトゥルネンを権力装置へ同化させるという ，いわば両義的な先導性を発現して

いたことになる 。Ｍ　クリューカーは筆者と同種の問題意識を披涯するなかで，このような傾向

が１８６０年代における一連の戦争，シュレスヴィヒ＝ホルシュタイ戦争と普填戦争を経験する状況
　　　　　　　　　　　２９）
の中で進行したみている 。６０年代のトゥルネンの状況については本稿の課題の枠を越えるものだ

が， 筆者とすれば，以上の分析からすでに５０年代の時点でトゥルネン協会の構造転換を促すよう

な回路が形成されつつあ ったと見なすべきだと考える 。このクリューガーの視角に関しては，先

のトゥルネンの軍事化問題と併せて稿を改めて論じてみたい 。

１）Ｄ１ｅ　Ｔｕｍｋｍｓｔ　ｍｄ　ｄ１ｅ　Ｗｅｈｒｖｅｒｆａｓｓｕｎｇ　ｍ　Ｖａｔｅｒｌａｎｄｅ　Ｅｍｅ　Ｄｅｎｋ
ｓｃ

ｈｒ１ｆｔ　ｄｅｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｒｍａｔｈ
ｓ

　ａｎｄ１ｅ　ｐｒｅｕＢ　Ｌａｎｄｅｓｖｅｒｔｒｅｔｍｇ　ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ５，Ｓ２２－２３，Ｎｒ６，Ｓ２７

２）例えは，ＫＫ
ａｐｅ１１，Ｄｌｅ

Ｆｅｌｅｒ ｄｅｒ Ｓｃｈ１ａｃｈｔｂｅ１ Ｌｅ１ｐｚｌｇｍＢｅｒ１ｍ，ＤＴＺ１８５９，Ｎｒ２４，Ｓ１１３－１１４

３）例えばゲオルギーは１８６０年９月４ ，５日においてコー ブルクで開催されたドイッ国民協会全体集会

　の場で，トゥルンの教育的価値と並んでトゥルネンの特殊軍事運動化の留保を表明しつつも ，その兵

　役にとっ て有用性を強調した。Ｔｈ　Ｇｅｏｒｇ１１，Ｄ１ｅｔｕｍｅｒ１ｓｃｈｅ　Ｓｅ１ｔｅｄｅｒａｌｌｇｅｍｅｍｅｎ Ｖｅｒｓａｍｍ１ｕｎｇｄｅｓ

　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｎａｔ１ｏｎａ１・ Ｖｅｒｅｍｓ　ｚｕ　Ｃｏｂｕｒｇ，ｄｅｎ４ｕｎｄ５Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ２１，Ｓ１１７

４）Ｏ．ノイマンの軍事的体育に関する学位論文には覚書作成に至る視座が欠落しているが，成田の重

　厚な実証研究及びＭ．クリューガーの近年の著作では兵役の短縮と国民経済の軽減そして協会にお

　けるトゥルネンとの関連の事実は叙述されいる 。しかし，いずれにせよこの事実を「新時代」の権力

　構造との関係において把握しておかねばならないだろう 。

　　Ｏ　Ｎｅｕｍａｍ，Ｄｅｒ　Ｗｅｈｒｇｅｄａｎｋｅ　ｍ　ｄｅｒ　Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｌｅｌｂｅｓｕｂｕｎｇｅｎ，Ｈｅ１

ｄｅｌｂｅｒｇ

　１９３７Ｓ６５ｆｆ成田十次郎，前掲書，１０１－１１０ぺ 一ジ 。Ｍ　Ｋｒｕｇｅｒ，Ｅｍｆｕｈｒｕｎｇ　ｍ　ｄ１ｅ　Ｇ
ｅｓｃ

ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ

　Ｌｅ１
ｂｅｓｅｒｚ１ｅｈｕｎｇ　ｕｎｄ　Ｓｐｏ廿ｓ，Ｔｅ１１２　Ｌｅ１

ｂｅｓｅｒｚ１ｅｈｕｎｇ１ｍ１９　Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ　Ｔｕｍｅｎ　ｆｕｒｓ　ＶａｔｅｒＩａｎｄ
，

　Ｓｃｈｏｒｎｄｏｒｆ１９９３，Ｓ　１２２－１２４

５）アルフレート ・ファークツ『ミリタリズムの歴史』（望田幸男訳）福村出版，１９９４年，１９８－１９９ぺ
一

　ジ 。

６）Ｄ．Ｋ．ミュラー Ｆ． リンガー Ｂ． サイモン編『国際セミナー　現代教育システムの形成一構造変動

　と社会的再生産　１８７０－１９２０』（望田幸男監訳）晃洋書房，１９８９年，第１章 。

７）この点に関しては，望田幸男『近代ドイツの政治構造』ミネルヴ ァ書房，１９７７年，第２章，及び木

　谷勤『ドイッ第二帝制史研究』青木書店，１９８６年 ，５４－７０ぺ 一ジ参照 。

８）Ｅｍｅ　Ｄｅｎｋｓｃ
ｈｒ１ ｆｔ　ｄｅｓ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍｒａｔｈ ｓ， ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ５，Ｓ２７

９）Ｅ　Ｄｕｒｒｅ，ＷｅｈｒｔｕｍｅｎｕｎｄＴａｋ血ｋ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ３，Ｓ１３－１４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１０）



　　　　　　　　ベルリントゥルネン 委員会の成立と啓蒙的プロパガンダ（有賀）　　　　　　　　 ３９

１０）山本徳郎「グーツムーツの感覚訓練一１８世紀末ドイッ体育への一考察一」奈良女子大学大学院人間

　文化研究科『人間文化研究科年報』第４号，１９８９年，参照 。

１１）Ｒ　Ｇ，ｏＢｂ，ｏｈｍｅ、，Ｄ１ｅ　Ｇ
ｅｓｃ

ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ｐｒｅｕＢ
１ｓｃ

ｈｅｒ　Ｔ皿ｎ１ｅｈｒｅｒ，Ｖｏｍ　Ｖｏ汽ｕｍｅｒ　ｚｕｍ　ｓｔａａｔ１１ｃｈ　ｇｅｐ

　ｒｕｆｔｅｎ　Ｔｕｒｎ１ｅｈｒｅｒ，Ａａｃｈｅｎ１９９４，Ｓ６７ －６９

１２）成田の研究によれば，王立中央体育教師養成学校は校長がロートシュタインからオイラーに変わる

　まで，参加者数なとの面で大きな成果は得られなか ったとされている 。成田十次郎，前掲書 ，

　４９０－４９８ぺ 一ジ。しかしここでは官による資格教師養成の回路が形成された点を重視したい 。

１３）　Ｒ　ＧｒｏＢｂｒｏｈｍｅｒ，ａ　ａ　Ｏ　Ｓ８４－８６

１４）この点に関しては成田の以下の研究をみよ 。成田十次郎『近代ドイッスポーツ史Ｉ　学校 ・社会体

　育の成立過程』不昧堂，１９７７年 ，５５１－５６８ぺ 一ジ 。

１５）Ｅ１ｎｅ　Ｄｅｎｋ
ｓｃ

ｈｒ１ ｆｔ　ｄｅｓ　Ｂｅｒ１１ｎｅｒ　Ｔｕｍｒａｔｈ ｓ， Ｓ２３

１６）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２３

１７）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２７

１８）アンジ ェイ ・ヴォール『近代スポーツの社会史』（唐木國彦 ・上野卓郎共訳）べ一スボ ール ・マガ

　　ジン社，１９８０年 ，１４０－１５４ぺ 一ジ 。

１９）Ｆ　Ｇｏ，ｔ、，Ｄａｓ　Ｔｕｍｅｎ　ｕｎｄ　ｄ１ｅ　ｎｅｕｅｒｅ　Ｋｎｅｇｓｆｕｈ
ｒｍｇ，ＤＴＺ１９５９，Ｎｒ２２，Ｓ１０２－１０３Ｅ　Ｄｕ耐ｅ ，

　ＷｅｈｒｔｕｍｅｎｕｎｄＴａｋｔ１ｋ， ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ３，Ｓ１３－１４

２０）Ｄｅｒ　Ｂｅｒ１ｍｅｒ　Ｔｕｍａｔｈ，Ｅｒｋ１ａｒｕｎｇ　Ｔｕｍｅｎ　ｍｄ　Ｗｅｈｒｈａｆｔ１ｇｋｅ１ｔ，ｅｍ　ａ１１ｇｅｍｅ１ｎｅｎ　Ｌｏｓｍｇｓｗｏｒｔ
，

　ＤＴＺ．１８６０，Ｎ ｒ． ２０，Ｓ．１１１

２１）有賀郁敏「ドイツ『新時代』におけるトゥルネンの日常と非日常」水田勝博教授退職記念論集編集

　　委員会編『スポーツ科学と人問』１９９３年，１７１－１８５ぺ 一ジ 。

２２）　Ｅ　Ｄ
ｕｒｒｅ，ＫｒａｆｔｍａＢｅ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ１６，Ｓ８２ －８３

２３）　Ｆ．Ｇｏｅｔｚ，ａ．ａ．Ｏ
．，

Ｓ． １０２

２４）ＴＧ。。。ｇ１・つＦＧ・… ，ＣＫ・１１・・ｂ・・ｇ，ＥＡ・ｇ・・…叫Ｄ・・ｋ・・
ｈ・・氏ＤＴＺ１８６州・２０・Ｓ１１２－１１３

２５）Ｎａｃ
ｈｒｌｃｈｔｅｎｕｎｄＶｅｍｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ１５，Ｓ８０

２６）Ｂｅｒｌｍｅｒ Ｔｕｒｍａｔｈ，Ｎａｃ
ｈｒ１ｃｈｔｅｎ　ｍｄ　Ｖｅｍ１ｓｃ

ｈｔｅｓ，ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ７，Ｓ３５－３６

２７）Ｎａｃ
ｈｒｉｃｈｔｅｎｕｎｄＶｅｍｉｓｃｈｔｅｓ，ＤＴＺ．１８６０，Ｎｒ． １９，Ｓ．１０４－１０５

２８）Ａ　Ｒａｖｅｎｓｔ，１叫Ｄ１ｅ　Ｄｅｎｋｓｃ
ｈｒ１ｆｔｄｅｓ　Ｂｅｒｌｍｅｒ Ｔｕｍｒａｔｈｅｓ　ｍｄ　ｗａｓ１ｓｔｎｍ　ｚｕ　ｔｈｍ？ＤＴＺ１８６０，Ｎｒ

　　７，Ｓ ．３０－３１

２９）Ｍ．Ｋｒｕｇｅｒ，ａ．ａ．Ｏ
．，

Ｓ． １２５ －１２７

（３１１）




